
①　人材の育成・活用とワーク・ライフ・バランスの推進

（育成）

2018 2019 2018 2019

1

2012年3月に改訂した「あいち人材育成ビ
ジョン」に基づき、職員の意識改革を進
め、専門能力を高めるとともに、個々の職
員の力を束ねた組織力のより一層の向上
を図る。

人事局
・「あいち人材育成ビジョン」に基
　づく職員の専門能力向上と組
　織力向上の推進（毎年度）

・「あいち人材育成ビジョン」に基
　づく職員の専門能力向上と組
　織力向上の推進

・「あいち人材育成ビジョン」に基
　づく職員の専門能力向上と組
　織力向上の推進

2

｢あいち人材育成ビジョン｣に掲げる｢めざ
す職員像｣を実現するため、2016年度に作
成した「県庁人づくり指南書」を充実するな
ど、ＯＪＴを促進するための効果的な取組
を推進することや、人事評価制度において
管理監督的立場の職員への人材育成に
関する目標設定を引き続き必須とすること
などにより、全ての職員が人材育成の一
翼を担い、組織全体として「人づくり」に積
極的な風土を目指す。

人事局

・「県庁人づくり指南書」を作成
　（2016）
・県庁人づくり推進月間（5月）の
　設定・取組実施（2016～）
・人事評価制度における管理監
　督的立場の職員への人材育成
　に関する目標設定の必須化
　（2017）

＜進捗管理指標＞
　成長を実感できる職員の割合
    2015　 62.1％
    2016 　64.1％
    2017 　65.4％

・県庁人づくり推進月間（5月）
　の取組実施
  ・森岡副知事のメッセージ発信
  ・おはよういっせい運動のテー
　　マ化
　・庁内放送の実施
　・「ＯＪＴの意識・行動チェックシ
 　ート」を活用したチェックの実施
   ・人事評価のチャレンジ目標に
　　おける目標設定を推奨
   ・人事評価の目標設定面談に
　　おける意見交換の実施

＜進捗管理指標＞
　成長を実感できる職員の割合
    2018　66.1％

・県庁人づくり推進月間（5月）
 の取組実施
  ・森岡副知事のメッセージ発信
  ・おはよういっせい運動のテー
　　マ化
　・庁内放送の実施
　・「ＯＪＴの意識・行動チェックシ
 　ート」を活用したチェックの実施
   ・人事評価のチャレンジ目標に
　　おける目標設定を推奨
   ・人事評価の目標設定面談に
　　おける意見交換の実施

＜進捗管理指標＞
　成長を実感できる職員の割合
    2019　67.6％

3
若手職員の能力向上と職務経験の多様
化を促すため、引き続き育成型ジョブロー
テーションを推進する。

人事局
・2014年度の人事異動から見直し
　た育成型ジョブローテーション
　の推進（毎年度）

・育成型ジョブローテーション
　の推進

・育成型ジョブローテーション
　の推進

4

専門分野のスキルを計画的に育成する指
針として2015年度に作成した「キャリアアッ
プガイド」や2015年度に創設した「極めた
い分野挑戦制度」を活用するなど、高い専
門能力や経験・熟練を有する職員の効果
的な育成を推進する。

人事局

・専門分野のスキルを計画的に
　育成する指針「キャリアアップ
　ガイド」の作成（2015）
・極めたい分野挑戦制度の創設
　（2015）

・高い専門能力や経験・熟練を
　有する職員の効果的な育成
　の推進

・高い専門能力や経験・熟練を
　有する職員の効果的な育成
　の推進

5

キャリアマネジメントの取組を育成の節目
に計画的に実施し、職員が、自らの職務
経験を振り返りながら、今後のキャリアビ
ジョンを描くことを通じて、主体的に能力開
発を行うよう引き続き促していく。

人事局
・課長補佐級、主査級、中堅職
　員のキャリアマネジメント研修
　を実施（毎年度）

・課長補佐級、主査級、中堅
　職員のキャリアマネジメント
　研修を実施（5月～6月）

・課長補佐級、主査級、中堅
　職員のキャリアマネジメント
　研修を実施（5月～6月）

キャリアマネ
ジメントの推
進

あいち人材
育成ビジョン
の推進

「人づくり」に
積極的な組
織風土の醸
成

育成型ジョ
ブローテー
ション制度
の推進

高い専門能
力や経験・
熟練を有す
る職員の効
果的な育成

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

推進

推進

毎年度実施

毎年度実施

具体化･充実

具体化･充実

２ 個別取組事項の状況
「取組状況」欄には、具体化している取組の内容について記載している。

なお、２０１９年８月以降については、実施予定の取組。
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2018 2019 2018 2019

6

教育公務員特例法改正に対応して策定し
た「愛知県教員育成指標」に基づき、キャ
リアステージに応じて身につけるべき資
質・能力を踏まえて研修計画を見直す。
また、教科指導や生徒指導等を適切に行
うことができない教員に対し、指導改善研
修を実施するとともに、講師等の臨時教員
に対しての研修を継続して行うなど、信頼
される教員としての意識改革に取り組む。
・教員の資質向上に関する指標策定等
  協議会の開催
・管理職員パワーアップ講座の開催
・支援を要する教員の把握及び研修の
　実施
・臨時教員に対する研修の実施

教育
委員会

・管理職員パワーアップ講座の
　開催（毎年度）
・支援を要する教員の把握及び
　研修の実施（毎年度）
・臨時職員に対する研修の実施
　（毎年度）
・教員の資質向上に関する指標
　策定等協議会の開催（2017）
・愛知県教員育成指標の策定
　（2017）
・教員研修計画の再構築
　（2017～）

・「愛知県教員育成指標」を踏ま
　えた「愛知県教員研修計画」
　に基づく研修を開始するとと
　もに、研修体系、研修計画の
　再構築を推進
・教員研修計画策定会議の開
  催(7月、2月)
・管理職員パワーアップ講座の
　開催（5月、6月実施）
・支援を要する教員の把握（10
　月）及び研修の実施（6～9月）
・臨時教員に対する研修の実
　施（4月実施）
・アンガーマネジメント研修の実
　施（随時）
・県立学校3年目研修の実施
　（10月）
・教員の資質向上に関する協議
  会の開催(1月)

・「愛知県教員研修計画」に基
　づく研修を実施
・教員研修計画策定会議の開
  催(8月、2月予定）
・管理職員パワーアップ講座の
　開催（5月、6月実施）
・支援を要する教員の把握（10
　月予定）及び研修の実施（6～
　9月予定）
・臨時教員に対する研修の実
　施（4月実施）
・アンガーマネジメント研修の実
　施（随時）
・県立学校3年目研修の実施
　（10月予定）
・教員の資質向上に関する協
  議会の開催（8月、2月予定）

7

実践的な民間的感覚や発想等（サービス
意識、コスト感覚等）を身に付けるため、民
間企業等への派遣研修を実施するととも
に、組織の活性化を図るため、民間企業
等からの人材の研修による受入れを推進
する。

人事局

・民間企業等への派遣及び民間
　企業等からの受入れを推進
　（毎年度）
【派遣・受入実績】
　2015：派遣7人、受入2人
　2016：派遣7人、受入4人
　2017：派遣7人、受入2人

・民間企業等への派遣及び民間
　企業等からの受入れを推進
【派遣・受入実績】
・民間企業等へ研修派遣(7名)
　派遣先：ｱｲｼﾝ精機、岡崎信用
 　　金庫、東邦瓦斯、ﾄﾖﾀ自動車、
 　　豊田通商、ﾌﾞﾗｻﾞｰ工業、名鉄
 　　観光ｻｰﾋﾞｽ
・民間企業等から研修受入(2名)
　受入元：名鉄観光ｻｰﾋﾞｽ、名
　　古屋高速道路公社

・民間企業等への派遣及び民間
　企業等からの受入れを推進
【派遣・受入実績】
・民間企業等へ研修派遣(8名)
　派遣先：ｱｲｼﾝ精機、スギ薬局
 　　東京海上日動火災保険、
　　 ﾄﾖﾀ自動車、豊田通商、
 　　三菱UFJﾘｻｰﾁ&ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ
　　 名鉄観光ｻｰﾋﾞｽ
・民間企業等から研修受入(5名)
　受入元：東京海上日動火災保
　　 険、名鉄観光ｻｰﾋﾞｽ、愛知県
　　 国民健康保険団体連合会、
　　 名古屋高速道路公社、日
　 　本赤十字社愛知県支部

8
県行政の枠を超えた幅広い見識や視野を
身につけるため、国等への派遣を推進す
る。

人事局

・国等への派遣を推進（毎年度）
【派遣実績】
　2015：96人
　2016：106人
　2017：115人

・国等への派遣を推進
【派遣実績】
・109人を派遣
　派遣先
　　 国（中央省庁）25人
　　 他県等（名古屋市含む）3人
     県内市町村等81人

・国等への派遣を推進
【派遣実績】
・119人を派遣
　派遣先
　　国（中央省庁）27人
　　他県等（名古屋市含む）3人
　　県内市町村等89人

9

外部機関への派遣を行うに当たって派遣
先業務における課題や役割を明確にし、
人材育成に資する取組を検討・推進する。
特に、市町村からの要請に基づく派遣に
ついては、より課題解決型の派遣となるよ
う、運用方法を整備するなど、人材育成効
果を高める取組について検討・推進する。

人事局

・国や市町村等への派遣者を対
　象とした「派遣職員等役割確認
　制度」を実施（毎年度）
・派遣終了後は派遣先での経験
　を踏まえた職員配置を実施
　（毎年度）

・国や市町村等への派遣者を
　対象とした「派遣職員等役割
　確認制度」を実施
・派遣終了後は派遣先での経験
　を踏まえた職員配置を実施

・国や市町村等への派遣者を
　対象とした「派遣職員等役割
　確認制度」を実施
・派遣終了後は派遣先での経験
　を踏まえた職員配置を実施

教員の指導
力向上

民間企業等
との人事交
流の推進

国、他県、
市町村等へ
の派遣の推
進

派遣制度を
活用した人
材育成の推
進

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

推進

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

具体化･充実
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（能力・実績に基づく人事管理）

2018 2019 2018 2019

10

人事評価を任用、給与、分限その他の人
事管理の基礎とすることが地方公務員法
に位置づけられたことを踏まえて2015年度
に見直した人事評価制度について、さらな
る定着・活用を図る。

人事局

・改正地方公務員法に定める標
　準的な職及び標準職務遂行
　能力の制定、その他所要の見
　直しを実施（毎年度）

・人事評価制度のさらなる定着・
  活用を図る

・人事評価制度のさらなる定着・
  活用を図る

11
教職員一人ひとりの意欲・努力・能力や実
績等により適正に評価されるよう、教職員
評価制度の改善・充実に努める。

教育
委員会

・教職員評価制度検討協議会の
　開催（毎年度）

・教職員評価制度検討協議会の
　開催（11月・１２月実施）

・教職員評価制度検討協議会の
　開催（11月・１２月実施予定）

12

職務能力や勤務実績などが著しく劣る職
員や公務員としての適格性を欠く職員に
対しては、2011年10月に策定した「分限事
由に該当する可能性がある職員への対応
指針」に基づき、指導･改善に努めるととも
に、公務能率の維持のため、分限制度を
厳正に運用する。
※分限制度･･･勤務実績不良、心身の故
障等の事由により職員の意に反して免職・
降任等の身分上の措置を行うこと。

人事局

・「分限事由に該当する可能性が
　ある職員への対応指針」に基づ
　き、分限制度を厳正に運用
　（毎年度）

・「分限事由に該当する可能性
　がある職員への対応指針」に
　基づき、分限制度を厳正に運
　用

・「分限事由に該当する可能性
　がある職員への対応指針」に
　基づき、分限制度を厳正に運
　用

（モチベーションの維持・向上）

2018 2019 2018 2019

13

組織･グループの現状を分析し、「見える
化」するグループ診断制度をさらに推進す
るとともに、職員が意欲を持って業務に取
り組めるよう、管理職員のマネジメント力を
高める取組を推進することなどにより、組
織・グループ職員のモチベーションの向上
を図る。

人事局

・より働きやすい職場環境づくり
　等を推進するため、グループ
　診断を実施（毎年度）
・「がんばり度」を含めて評価す
　る人事評価制度の定着・活用
　（毎年度）
・班長のマネジメント力強化のた
　めの研修を実施（毎年度）

・より働きやすい職場環境づくり
　等を推進するため、グループ
　診断を実施
・「がんばり度」を含めて評価する
　人事評価制度の活用
・班長のマネジメント力強化のた
　めの研修を実施（4月）

・より働きやすい職場環境づくり
　等を推進するため、グループ
　診断を実施
・「がんばり度」を含めて評価する
　人事評価制度の活用
・班長のマネジメント力強化のた
　めの研修を実施（4月）

14

職員のチャレンジ意欲をさらに向上させる
ため、本人が自ら培ってきた能力とスキル
を直接希望所属にアピールし、選考に合
格すれば異動できる「やりたい仕事挑戦制
度」を引き続き推進する。

人事局

・職員の意欲の更なる向上と自
　立的なキャリア形成の支援を
　図るため、制度を推進
　（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　やりたい仕事挑戦制度
　合格者数
    2015　 42人
    2016 　40人
    2017 　43人

・職員の意欲の更なる向上と自
　立的なキャリア形成の支援を
　図るため、制度を推進

＜進捗管理指標＞
　やりたい仕事挑戦制度
　合格者数
    2018 　44人

・職員の意欲の更なる向上と自
　立的なキャリア形成の支援を
　図るため、制度を推進

＜進捗管理指標＞
　やりたい仕事挑戦制度
　合格者数
    2019　 53人

能力及び実
績に基づく
人事管理の
徹底

教職員評価
制度の改
善・充実

分限制度の
厳正な運用

活力ある職
場づくりの
推進

やりたい仕
事挑戦制度
の推進

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

検討・推進

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施
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2018 2019 2018 2019

15

組織の一体感を高め、職員がやりがいと
使命感を持って仕事に取り組む環境づくり
をめざすとともに、組織全体で組織目標や
考え方を共有するため、特別職や部局長
との意見交換などを実施する。

関係
局等

・特別職や部局長との意見交換
　などを実施（毎年度）

・特別職や部局長との意見交換
　などを実施

・特別職や局長との意見交換
　などを実施

総務

16
グッドジョブ運動に関する優秀な取組を
行った職場・職員に対して、公開の場で副
知事から表彰を実施する。

総務局

・「あいちグッドジョブ大会」を開
　催し、知事表彰取組の事例発
　表、大賞、優秀賞の選定、副知
　事による表彰を実施（毎年度）

・「あいちグッドジョブ大会」を開
　催し、知事表彰取組の事例発
　表、大賞、優秀賞の選定、副知
　事による表彰を実施
・「トヨタの問題解決」について、
　有識者の知見を学ぶ「グッドジ
　ョブ運動研修会」を開催（6月）

・「あいちグッドジョブ大会」を開
　催し、知事表彰取組の事例発
　表、大賞、優秀賞の選定、副知
　事による表彰を実施
・総務省のRPAの活用について、
　有識者の知見を学ぶ「グッドジ
　ョブ運動研修会」を開催（5月）

17

学校教育において、創意工夫にあふれる
特色ある教育活動を実践し、顕著な成果
を上げ他の模範となる教職員の愛知県教
育委員会教職員表彰を継続して実施す
る。

教育
委員会

・愛知県教育委員会教職員表彰
　の実施（毎年度）

・愛知県教育委員会教職員表
　彰の実施（10月）

・愛知県教育委員会教職員表
　彰の実施（10月予定）

（採用）

2018 2019 2018 2019

18

少子化の進展に伴い、新規学卒者の減少
が見込まれる中、職員の年齢構成の偏り
をなくし、安定した組織構成とするため、県
職員の魅力を発信するPRの強化等に取り
組むことにより、新規採用を一定数確保す
る。また、多様な人材を組織に取り入れる
ため、試験内容や受験資格の見直しを検
討するなどして様々な行政課題に的確に
対応できる優秀な人材の確保を図る。

関係
局等

・優秀な人材を確保するための
　対応案の検討と取組の推進
　（毎年度）
・競争試験の見直し（2015）
　①口述試験の配点割合の
　　 引上げ
　②行政Ⅰ及び専門職試験の
      集団討論を個別面接に変更
・競争試験の新設（2016）
　社会人を対象とした職員採用
　候補者試験を実施
・競争試験の見直し（2017）
　民間企業等職務経験者試験の
　受験資格の拡大

・優秀な人材を確保するための
　対応案の検討と取組の推進
・工夫を凝らした採用募集活動
　（警察）
     従来型の説明会に加え、警察
   業務を実際に体験できるような
   体験型説明会（ミニインターン
   シップ）を年2回、各警察署ごと
   に開催（7月、1・2月）

・優秀な人材を確保するための
　対応案の検討と取組の推進
・工夫を凝らした採用募集活動
　（警察）
　　従来型の説明会に加え、警
　察業務を実際に体験できるよ
　うな体験型説明会（ミニインタ
　ーンシップ）を年2回、各警察
　署ごとに開催予定
　（7月、1・2月予定）
・採用基準から身長、体重及び
　胸囲の身体的基準を一部撤
　廃（警察）

総
務
人
事
委
警
察

19
民間企業などの職務経験がある多様な人
材を活用するために、引き続き民間企業
等職務経験者の採用を推進する。

人事局

・民間企業等職務経験者の採用
　を推進（毎年度）
・受験資格の拡大（2017）
【採用実績（4月採用）】
　2015：41人
　2016：39人
　2017：33人

・民間企業等職務経験者の採
　用を推進
【採用実績（4月採用）】
　2018：36人
　 内訳：行政29人、薬剤師2人
　 　　　 農学1人、土木2人、
　 　　　 建築2人

・民間企業等職務経験者の採
　用を推進
【採用実績（4月採用）】
　2019：35人
　 内訳：行政18人、司書1人、
　　　　　社会福祉1人、薬剤師4人
　 　　　 電気2人、機械1人、
　　　　　化学3人、農学2人、
　　　　　土木2人、 建築1人

教職員表彰
の実施

新規採用職
員数の確保

民間企業等
職務経験者
の採用の推
進

特別職や部
局長との意
見交換など
の実施

グッドジョブ
運動に関す
る職員表彰
の実施

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施
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2018 2019 2018 2019

20

高い専門性が求められる分野や特に民間
感覚を必要とする事務について、任期付
制度等を活用しながら、民間企業等で活
躍する人材の登用をさらに推進する。

人事局

・振興部観光局長に公益財団法
　人大阪観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会大
　阪観光局長を登用（2015～
  2017）
・愛知芸術文化センター美術館
　長に国立新美術館副館長兼
　学芸課長を登用（2017～）

・振興部観光推進監に独立行政
　法人国際観光振興機構海外
　プロモーション部欧米豪グル
　ープマネージャー代理を登用

・引き続き任用

21

教員採用選考試験において、社会人特別
選考を引き続き実施し、民間企業等での
経験や特定の分野における優れた知識・
技能を有する人材を採用する。

教育
委員会

・教員採用選考試験において、
　社会人特別選考を実施
　（毎年度）

・教員採用選考試験において、
　社会人特別選考を実施
　（7、8月）
【採用実績（4月採用）】
6人

・教員採用選考試験において、
　社会人特別選考を実施
　（7、8月予定）
【採用実績（4月採用）】
　１人

22

今後、一定数の常勤再任用職員の任用が
見込まれる中、退職するベテラン職員が、
知識・経験を活かし、意欲を持って活躍で
きる取組を検討し、その能力を一層、活用
していく。

関係
局等

・退職するベテラン職員の能力を
　活用（毎年度）
・新しく再任用された職員が円滑
　に活躍できるよう研修を実施
　（毎年度）
・「目標による管理」の手法を用い
　た人事評価を課長補佐級以下
　の常勤再任用職員に導入
　（2016）

・退職するベテラン職員の能力
　を活用
・新しく再任用された職員が円滑
　に活躍できるよう研修を実施
　（4月）
【採用実績（4月採用）】
・常勤再任用職員
　124人
　内訳：管理職9人、その他115人
・（警察）常勤再任用職員
　130人
　内訳：管理職7人、その他125人

・退職するベテラン職員の能力
　を活用
・新しく再任用された職員が円滑
　に活躍できるよう研修を実施
　（4月）
【採用実績（4月採用）】
・常勤再任用職員
　144人
　内訳：管理職6人、その他138人
・（警察）常勤再任用職員
　117人
　内訳：管理職8人、その他110人

総
務
警
察

23

退職するベテラン教員の知識・経験を、若
手教員の育成に最大限活用するほか、授
業研修や部活動研修などの業務に関する
効果的な活用方法を検討していく。

教育
委員会

・退職するベテラン教員の能力を
　活用（毎年度）

・退職するベテラン教員の能力
　を活用
【採用実績（4月採用）】
・常勤再任用職員　540人

・退職するベテラン教員の能力
　を活用
【採用実績（4月採用）】
・常勤再任用職員　531人

再任用職員
（教員）の活
用

民間企業等
で活躍する
人材の登用
の推進

社会人特別
選考による
教員採用の
実施

再任用職員
の活用

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施
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（女性の活躍促進）

2018 2019 2018 2019

24

将来にわたって継続して女性職員が活躍
する組織を目指し、多くの有為な人材を採
用するため、愛知県職員を志望する女性
を増やす取組を推進する。

関係
局等

・県庁のワーク・ライフ・バランス
　やキャリア支援の諸制度など、
　女性が働きやすい職場であるこ
　とを積極的に発信（毎年度）
・職員ガイダンスにおいて、ブー
　スを設けて仕事と家庭の両立
　について説明（毎年度）

・県庁のワーク・ライフ・バランス
　やキャリア支援の諸制度など、
　女性が働きやすい職場である
　ことを積極的に発信
・職員ガイダンスにおいて、ブー
　スを設けて仕事と家庭の両立
　について説明（12月実施）
・女性限定説明会等への参加
　（警察）
　  民間企業や他の官公署が開
  催する女性限定説明会に参加
  し、休暇制度や働きやすい職
  場環境についての情報発信を
  積極的に行う予定（3月）

・県庁のワーク・ライフ・バランス
　やキャリア支援の諸制度など、
　女性が働きやすい職場である
　ことを積極的に発信
・職員ガイダンスにおいて、ブー
　スを設けて仕事と家庭の両立
　について説明（12月頃予定）
・女性限定説明会等への参加
　（警察）
　  民間企業や他の官公署が開
  催する女性限定説明会に参加
  し、休暇制度や働きやすい職
  場環境についての情報発信を
  積極的に行う予定（3月予定）

総
務
人
事
委
警
察

25

これまで女性職員があまり配置されてこな
かった職務、ポストにも、その適性を見極
めながら広く配置するなど、さらなる職域
の拡大を進める。

関係
局等

・個人の能力・実績に応じた人材
　登用の推進（毎年度）
・課長補佐級班長への積極的な
　配置（毎年度）
・本庁などへの積極的な配置
　（毎年度）
・捜査部門への登用の推進
　（警察）（毎年度）

・個人の能力・実績に応じた人材
　登用の推進
・課長補佐級班長への積極的な
　配置
・本庁などへの積極的な配置
・昨今の治安情勢を踏まえて新
　たに設立した情報技術戦略課
　に女性職員を複数配置(警察)
【女性の割合（4月1日時点）】
　本庁：23.3％、警察官：9.8％

・個人の能力・実績に応じた人材
　登用の推進
・課長補佐級班長への積極的な
　配置
・本庁などへの積極的な配置
・より的確に人身安全対処事案
　に対応するため新設された人
　身安全対策課に女性職員の
　配置を予定（警察）
【女性の割合（4月1日時点）】
　本庁：24.8％、警察官：9.9％

総
務
警
察

26

女性職員が男性職員と同様に様々なキャ
リア・経験を積んでいくため、職員の育児
休業からの復帰の支援や管理職員の意
識向上を図る。

関係
局等

・管理職向けセミナーの開催
　（毎年度）
・育児休業前後の職員を対象とし
　たガイダンスの開催（毎年度）

・管理職向けセミナーの開催
　（7月）
・育児休業前後の職員を対象とし
　たガイダンスの開催
　（11月頃予定）
・育休復帰者研修の開催（5月）
 （警察）
・育休中職員向けセミナーの開催
　（6月）（警察）
・育休からの復帰予定者を対象
　としたセミナーの開催（11月）
　（警察）
・幹部職員を対象とした意識改
　革教養の実施（9月）（警察）

・管理職向けセミナーの開催
　（7月予定）
・育児休業前後の職員を対象とし
　たガイダンスの開催
　（10月予定）
・ワークライフバランス等取組推
　進計画の一部改正（4月～）
　（警察）
・育休復帰者研修の開催（5月）
 （警察）
・育休中職員向けセミナーの開
　催　（6月）（警察）
・育休からの復帰予定者を対象
　としたセミナーの開催（11月予
　定）（警察）
・育児休業前後の職員を対象と
　した個別面談の実施（警察）

総
務
警
察

27

意欲と能力のある優秀な女性職員が男性
職員と同様に組織の管理的な立場に立
ち、政策・方針決定に参画できるよう管理
職への登用を積極的に進める。

関係
局等

・管理職への登用を積極的に推
　進（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　女性管理職の割合
    2015 8.81％
    2016 9.34％
    2017 9.73％

・管理職への登用を積極的に推
　進

＜進捗管理指標＞
　女性管理職の割合
    2018 9.99％

・管理職への登用を積極的に推
　進

＜進捗管理指標＞
　女性管理職の割合
    2019 10.67％

総
務

愛知県職員
を志望する
女性の増加
に向けた取
組の推進

女性職員の
さらなる職
域拡大の推
進

女性職員の
キャリア支
援の推進

女性職員の
管理職への
登用の推進

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施
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（ワーク・ライフ・バランス）

2018 2019 2018 2019

総
務
教
育
警
察

29

職員が家庭の事情などにとらわれず、継
続的に勤務することができるよう、時差勤
務の取得要件の拡大やフレックスタイム制
など多様で弾力的な働き方を検討・推進
する。

関係
局等

・時差勤務の取得要件の拡大の
　検討（毎年度）
・時差勤務制度の拡充に向けた
　試行実施（2017）
・フレックスタイム制やテレワーク
　の研究・検討（毎年度）

・時差勤務の更なる拡充など多様
　で弾力的な働き方の検討
・モバイルワーク・在宅勤務の試
　行実施に向けた検討
・育児・介護の事由による時差勤
　務の取得要件（子の年齢）及び
　時間帯の拡大
・時差勤務制度の時差の範囲の
　拡大（4月～）（警察）
・当直明けの勤務時間を弾力
　的に変更できる勤務制度の
　試行実施（8月～）（警察）

・時差勤務の更なる拡充など多様
　で弾力的な働き方の検討
・ワーク・ライフ・バランス推進強
　化月間（7・8月）中の柔軟な時
　差勤務の制度化
・モバイルワーク・在宅勤務の試
　行実施（1月運用開始予定）
・当直明けの勤務時間を弾力
　的に変更できる勤務制度の
　試行実施の継続（警察）

総
務
警
察

多様で弾力
的な働き方
の検討

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

28 総勤務時間
の縮減

時間外勤務の縮減や年次休暇の計画的
な取得促進などにより、総勤務時間の縮
減を図る。
時間外勤務の縮減に当たっては、全庁一
斉定時退庁日やグループ定時退庁日の
徹底、時間外勤務縮減キャンペーンなどを
引き続き実施する。
また、事務の総量の減、業務の効率化、
業務の実施体制の確保の業務改善と意
識啓発・組織マネジメントの観点から取組
を一層強化する。

・全庁一斉定時退庁日やグルー
　プ定時退庁日の徹底（毎年度）
・時間外勤務縮減キャンペーン
　の実施（毎年度）
・ワーク・ライフ・バランス推進強
　化月間の実施（7月～8月）
　（毎年度）
・「教員の多忙化解消プラン」の
　策定（2016）
・全庁一斉定時退庁日における
　部局長・所属長等による消灯
　監察の必須化（2017）
・所属に対するヒアリングの実施
　強化（2017）
・見直し効果が高い「日常的共通
　業務」、「予算関係業務」、「人
　事関係業務」について、事務
　の総量の減、業務の効率化、
　業務の実施体制の確保、意識
　啓発の視点から総勤務時間の
　縮減に資する取組をとりまとめ、
　全庁へ通知（2017）

＜進捗管理指標＞
　長時間勤務者がいる所属数
　　2015 123所属/223所属
　　2016 128所属/223所属
　　2017 115所属/224所属

関係
局等

・全庁一斉定時退庁日やグルー
　プ定時退庁日の徹底
・時間外勤務縮減キャンペーン
　の実施
・ワーク・ライフ・バランス推進強
　化月間の実施（7・8月）
・全庁一斉定時退庁日における
　局長・所属長等による消灯
　監察の実施
・所属に対するヒアリングの実施
・時間外勤務の上限規制（2019.4
　～）を踏まえた管理監督職員向
　け研修の実施
・上限規制の遵守に係る啓発用
　チラシの全職員への配布
・「教員の多忙化解消プラン」に
　基づき、以下の取組を実施
　　・部活動指導員の配置促進
　　（高等学校12校へのモデル
　　配置、中学校へ配置する
　　市町村への補助）
　・教員の出退勤時刻記録電
　　子化の試行（県立学校5校）
　・スクール・サポート・スタッフ
　　を配置する市町村への補助
　・県立学校におけるＩＣＴ支援
　　員のモデル配置

・業務の合理化・実質化に向け
　た検討会議（カエル会議）を
　全所属で実施（警察）

・全庁一斉定時退庁日やグルー
　プ定時退庁日の徹底
・時間外勤務縮減キャンペーン
　の実施
・ワーク・ライフ・バランス推進強
　化月間の実施（7・8月）
・全庁一斉定時退庁日における
　部局長・所属長等による消灯
　監察の実施
・所属に対するヒアリングの実施
・総勤務時間の縮減に資する取
　組を検討
・「教員の多忙化解消プラン」に
　基づき、以下の取組を実施
　・「部活動指導ガイドライン」
　　の策定
　・部活動指導員の配置促進
　　（高等学校12校へのモデル
　　配置、中学校へ配置する
　　市町村への補助）
　・教員の出退勤時刻記録電
　　子化の試行（県立学校5校）
　・民間経験者等の派遣による
　　学校の業務改善の推進
・働きやすい・働きがいのある
　職場づくりに向けた訓令の改
　正（警察）
・同訓令に基づく検討会議（カ
　エル会議）の実施（4月～）

＜進捗管理指標＞
　長時間勤務者がいる所属数
　　2018　 125所属/224所属

検討・推進

毎年度実施

育児・介護の

事由による時

差勤務の取

得要件（子の

年齢）及び時

間帯の拡大

○

具体化･充実

具体化･充実
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2018 2019 2018 2019

30

長時間勤務を良しとする気風を改め、ワー
ク・ライフ・バランスを実践するための休暇
や育児休業等の利用促進を図るとともに、
育児休業からの復帰を支援する等、働き
やすい職場環境を整備する。

関係
局等

・改訂「職員の子育て応援プログ
　ラム」の推進（毎年度）
・育児休業等取得者支援プログ
　ラムの実施（毎年度）
・育児支援・キャリアガイダンスの
　開催（毎年度実施）

・改訂「職員の子育て応援プログ
　ラム」の推進
・育児休業等取得者支援プログラ
　ムの実施
・育児支援・キャリアガイダンスの
　開催
・育休復帰者研修の開催（5月）
　（警察）
・育休中職員向けセミナーの開
　催（6月）（警察）
・育休からの復帰予定者を対象
　としたセミナーの開催（11月）
　（警察）

・改訂「職員の子育て応援プログ
　ラム」の推進
・育児休業等取得者支援プログラ
　ムの実施
・育児支援・キャリアガイダンスの
　開催
・ワークライフバランス等取組推
　進計画の一部改正（4月～）
　（警察）
・育休復帰者研修の開催（5月）
　（警察）
・育休中職員向けセミナーの開
　催（6月）（警察）
・育休からの復帰予定者を対象
　としたセミナーの開催（11月予
　定）（警察）
・育児休業前後の職員を対象と
　した個別面談の実施（警察）

総
務
警
察

30-2
サテライト
オフィスの
導入

出張時の勤務時間を有効活用するため、
地方機関の職員等が本庁出張の際にメー
ルチェックや出張報告作成等の簡易な作
業を行えるサテライトオフィスの導入に向
けて検討する。

総務局
・サテライトオフィスの試行導入
　（2017）

・本庁、自治研修所及び東京事務
　所における試行の利用状況を
　検証し、今後の進め方を検討

・本格導入するとともに、新たに
  西三河総合庁舎及び東三河総
  合庁舎にサテライト・オフィスを
  設置

31

職員が互いに協力しながら効率的に公務
を遂行できるよう、2015年度に制定した
「職員のワーク・ライフ・バランス推進要綱」
に基づく取組の推進や、男性職員の育児
参加を促進する「イクメンサポート」の推進
等により、家事・育児・介護の分担などに
対する管理職員や同僚職員のワーク・ライ
フ・バランス意識の向上を図る。

関係
局等

・職員のワーク・ライフ・バランス
　推進要綱の制定（2015）
・ワーク・ライフ・バランス推進強
　化月間の実施（毎年度）
・イクメンサポートの推進
　（毎年度）
・育児休業代替職員を職員採用
　数に反映（毎年度）
・管理職向け女性職員の活躍促
　進セミナーの開催（毎年度）
・育児支援制度説明会の開催
　（毎年度）

・ワーク・ライフ・バランス推進強
　化月間の実施（7・8月）
・イクメンサポートの推進
・育児休業代替職員を職員採用
　数に反映
・管理職向け女性職員の活躍促
　進セミナーの開催
・育児支援制度説明会の開催
・ワークライフバランス等取組推
　進計画の一部改正（4月～）
　（警察）
・年齢別（30･40･50）意識改革
　教養の実施(6月～9月)(警察)
・幹部職員対象意識改革教
　養の実施（9月）（警察）

・ワーク・ライフ・バランス推進強
　化月間の実施（7・8月）
・イクメンサポートの推進
・育児休業代替職員を職員採用
　数に反映
・管理職向け女性職員の活躍促
　進セミナーの開催
・育児支援制度説明会の開催
・年齢別（30･40･50）意識改革
　教養の実施(7月～9月)(警察)

総
務
警
察

32

人事評価制度において、2014年度から導
入したワーク・ライフ・バランスを実践する
行動を取りつつ仕事上の役割を果たした
職員や、効率的に仕事を進め成果を上げ
た職員を積極的に評価する取組につい
て、定着・活用を推進する。

関係
局等

・ワーク・ライフ・バランスの推進
　に貢献した職員を積極的に評
　価（毎年度）
・部局長・所属長は、部下職員
　のワーク・ライフ・バランス推進
　に向けた目標を必ず設定
　（毎年度）

・ワーク・ライフ・バランスの推進
　に貢献した職員を積極的に評
　価
・部局長・所属長は、部下職員の
　ワーク・ライフ・バランス推進に
　向けた目標を必ず設定
・人事評価項目に「仕事と生活の
　調和」という項目を設定し、ワー
　クライフバランスを実践する取
　組を積極的に評価（警察）

・ワーク・ライフ・バランスの推進
　に貢献した職員を積極的に評
　価
・局長・所属長は、部下職員の
　ワーク・ライフ・バランス推進に
　向けた目標を必ず設定
・人事評価項目に「仕事と生活の
　調和」という項目を設定し、ワー
　クライフバランスを実践する取
　組を積極的に評価（警察）

総
務
警
察

働きやすい
職場環境の
整備

職員のワー
ク・ライフ・バ
ランス意識
の向上

ワーク･ライ
フ･バランス
を実践する
職員を評価
する取組の
推進

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

利用状況の検証、今後の進め

方の検討

具体化･充実

新規

具体化･充実
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（メンタルヘルス）

2018 2019 2018 2019

33

職員のこころの健康を維持するため、スト
レス関連疾患の発生予防や早期発見・早
期治療、円滑な職場復帰と再発防止に向
けた支援を適切に行うなどの総合的なメン
タルヘルス対策に取り組む。

関係
局等

・総合的なメンタルヘルス対策
　（メンタルヘルス研修や相談体
　　制の整備、職場復帰支援等）
　を実施（毎年度）
・ストレスチェックを実施（2016～）
・「職員の心の健康づくり計画」の
　改訂（2017）

＜進捗管理指標＞
　精神疾患による長期病休者率
    2015　　0.65％
    2016　　0.62％
    2017　　0.69％

・総合的なメンタルヘルス対策
　（メンタルヘルス研修や相談体
　制の整備、職場復帰支援等）
　を実施
・ストレスチェックを実施（7～8月）
・係長級昇任者を対象としたメ
　ンタルヘルス基礎セミナーの
　開催（2月）（警察）

＜進捗管理指標＞
　精神疾患による長期病休者率
    2018　　0.74％

・総合的なメンタルヘルス対策
　（メンタルヘルス研修や相談体
　制の整備、職場復帰支援等）
　を実施
・ストレスチェックを実施（7～8月
　予定）
・係長級昇任者を対象としたメ
　ンタルヘルス基礎セミナーの
　開催（1月）（警察）

総
務
警
察

34
ストレス関連疾患の発症予防や早期発見
のための管理監督者向けの教育研修を引
き続き実施する。

関係
局等

・管理監督者向けのメンタルヘル
　ス研修を実施（毎年度）

・管理監督者メンタルヘルス研修
　（7・8月）
・管理監督者メンタルヘルス教室
　（10月・11月）
・管理監督者向けの幹部セミナー
　の開催（9月）（警察）
・幹部を対象としたメンタルヘル
　ス傾聴セミナーの開催
　（7月）（警察）

・管理監督者メンタルヘルス研修
　（7月）
・管理監督者メンタルヘルス教室
　（10月・11月予定）
・管理監督者向けの幹部セミナ
　ーの開催（9月予定）（警察）
・課長補佐級職員を対象とした
　メンタルヘルス傾聴セミナー
　の開催　（7月予定）（警察）

総
務
警
察

35
早期発見･早期治療のためのメンタルヘル
ス相談を引き続き実施する。

関係
局等

・早期発見・早期治療のための
　メンタルヘルス相談を実施
　（毎年度）

・早期発見・早期治療のためのメ
　ンタルヘルス相談を実施
・精神科医（委嘱）等によるメンタ
　ルヘルス相談を実施（警察）
・契約医療機関で使用できる無
　料相談券の配布（警察）

・早期発見・早期治療のためのメ
　ンタルヘルス相談を実施
・精神科医（委嘱）等によるメン
　タルヘルス相談を実施（警察）
・契約医療機関で使用できる無
　料相談券の配布（警察）

総
務
警
察

36
職場復帰・再発予防のため精神疾患によ
る休業者の職場復帰支援を引き続き実施
する。

関係
局等

・職場復帰・再発予防のための
　精神疾患による休業者の職場
　復帰支援を実施（毎年度）

・職場復帰・再発予防のための
　精神疾患による休業者の職場
　復帰支援を実施
・職場復帰支援要綱に基づき、
　精神疾患による休業者への職
　場復帰支援を実施（警察）

・職場復帰・再発予防のための
　精神疾患による休業者の職場
　復帰支援を実施
・職場復帰支援要綱に基づき、
　精神疾患による休業者への職
　場復帰支援を実施（警察）

総
務
警
察

総合的なメ
ンタルヘル
ス対策の推
進

管理監督者
に対するメ
ンタルヘル
ス研修の実
施

メンタルヘ
ルス相談の
実施

職場復帰支
援の実施

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

発症予防（第1次予防）

・メンタルヘルス研修

・部局、職場研修への保健師派遣

・ス トレスチェッ クの実施

早期発見・早期治療 （第2次予防）

・精神科医師・ 保健師による相談

・電話、メール相談窓口の活用

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

職場復帰・再発予防（第3次予防）

・復帰訓練支援、職場との連携
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②　組織の活性化
（本庁組織）

2018 2019 2018 2019

37

2015年4月に見直した現行の体制を基本
としつつ、引き続き、新しい行政ニーズに
対応できるよう、柔軟に必要な見直しを行
う。

関係
局等

・本庁組織の見直し（2015）
　１　政策企画局の設置
　　「国際課」を配置（地域振興
　　　部から移管）
　２　振興部の設置（2015）
　　部内局として「観光局」を設置
　　し、「観光振興課」と「国際観
　　光コンベンション課」の2課体
　　制を整備
　　「スポーツ振興課」を設置
　３　産業労働部の体制強化
　　　（2015）
　　「産業力強化推進監」を設置

・「産業人材育成課」の設置
　（2015）
・「教育企画課」の設置（2016）
・「アジア競技大会推進課」の設
　置（2017）
・「医務国保課」を再編し、「国民
　健康保険課」及び「医務課」を
　設置（2017）
・公園緑地課内に「ジブリパーク構
　想推進室」を設置（2017）

・県民生活部を県民文化部に名
　称変更
・総務事務管理課の総務部人事
　局への配置
・「大気環境課（地球温暖化対策
　室を含む）」と「水地盤環境課」
　を「地球温暖化対策課」と「水
　大気環境課」に再編。併せて
　水大気環境課内に「生活環境
　地盤対策室」を設置

・すべての人が輝く日本一元気
  な愛知をつくり、日本の未来を
  つくるため、県政のあらゆる分
  野にわたる政策課題に迅速・
  着実に取り組むことができる簡
  素で分かりやすい体制へ本庁
  組織を再編
　≪主なのポイント≫
　（１）「局制」の導入と「部門」内
        の連携強化
　（２）事務分担と責任の明確化
　（３）スポーツ関係業務の知事
        部局への一元化
　（４）関連性の強い業務の集約

総
務

38

重要な政策課題について、複数の部局に
わたる総合的、一体的な検討・立案が必
要な場合には、プロジェクトチーム方式を
積極的に活用し、関係部局の職員が目標
を共有しながら、より迅速かつ柔軟に、集
中的に対応する。

関係
局等

・プロジェクトチーム方式を積極
　的に活用（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　活動中のプロジェクトチーム数
    2015　 28チーム
    2016 　28チーム
    2017 　25チーム

・プロジェクトチーム方式を積極的
　に活用し、組織横断的な検討を
　要する政策課題について、集中
　的に対応

＜進捗管理指標＞
　活動中のプロジェクトチーム数
    2018 　26チーム

・プロジェクトチーム方式を積極的
　に活用し、組織横断的な検討を
　要する政策課題について、集中
　的に対応 総

務

39

次のような審議会等については、原則とし
て廃止又は他の審議会等と統合する。
また、構成員の選任は、設置の目的を達
成するために、効果的かつ合理的な構成
及び人数とする。
・社会情勢の変化に伴い審議事項が減少
　するなど設置の必要性が低下している
　もの
・設置の目的や審議事項等が他の審議会
　等と重複・類似するもの
・過去の開催実績が少なく今後の開催の
　見込みが薄いなど活動が不活発なもの
　等

関係
局等

・社会情勢の変化等により、設置
　の必要性が低下しているものな
　どは、原則として廃止又は他の
　審議会等と統合を検討
　（毎年度）

・社会情勢の変化等により、設
　置の必要性が低下しているも
　のなどは、原則として廃止又
　は他の審議会等と統合を検討
・農業共済保険審査会を廃止
　（4月）
【審議会等の設置状況（5月1日
時点）】
附属機関　71機関
附属機関に類する会議　73会議

・社会情勢の変化等により、設
　置の必要性が低下しているも
　のなどは、原則として廃止又
　は他の審議会等と統合を検討
【審議会等の設置状況（5月1日
時点）】
附属機関　71機関
附属機関に類する会議　73会議

総
務

本庁組織の
見直し

プロジェクト
チーム方式
の活用

審議会等の
見直し

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度柔軟に見直し

毎年度実施

毎年度実施

地球温暖化

対策課及び

水大気環境

課の設置

○

県民生活部

の県民文化

部への名称

変更

○

具体化･充実

農業共済保

険審査会の

廃止

○具体化･充実
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2018 2019 2018 2019

40 審議会等の女性委員の登用を推進する。
関係
局等

・「あいち男女共同参画プラン
　2020」における数値目標（32
　年度までに40％）の達成に向
　け、審議会等の女性委員の登
　用を実施（2016～）

＜進捗管理指標＞
　審議会等の女性委員の割合
    2015 37.99％
    2016 38.98％
    2017 39.76％

・数値目標の達成に向け、審議
  会等の女性委員の登用を推進

＜進捗管理指標＞
　審議会等の女性委員の割合
     2018  39.68％

・数値目標の達成に向け、審議
  会等の女性委員の登用を推進

＜進捗管理指標＞
　審議会等の女性委員の割合
     2019  40.61％

県
民

41

大規模地震災害が発生した場合の県庁の
業務継続に係る各部局間の共通的課題
について情報共有を図るとともに、解消に
向けた検討や業務継続を推進するための
全庁的な体制を構築するなど、県庁の業
務継続に向けた部局間連携体制の強化を
図る。

関係
局等

・愛知県庁業務継続計画を南海
　トラフ地震の被害想定を踏まえ
　て総点検し、より実効性のある
　計画に改定（2015）
・地方機関の業務継続計画を改
　定（2016）

・愛知県庁業務継続計画をより
　実効性のある計画に見直し
　（3月）
・非常用電源整備等工事
　(4庁舎)
・非常用電源整備等の実施設
　計（3庁舎）
・非常用電源整備等の基本調
　査　（11庁舎）
・ガラス飛散防止対策
　（14庁舎）

・愛知県庁業務継続計画をより
　実効性のある計画に見直し
　（3月頃予定）
・非常用電源整備等工事
　(3庁舎)
・非常用電源整備等の実施設
　計（8庁舎）
・非常用電源整備等の基本調
　査　（2庁舎）
・ガラス飛散防止対策
　（20庁舎）

防
災

42

東日本大震災や熊本地震を受け、南海ト
ラフ地震等の大規模な広域災害に備え、
災害対策本部等要員の人的資源の配置
や効率的な運用体制の再整備など、防災
体制の充実・強化を図る。
・被災市町村の支援体制の強化について
　検討する。

関係
局等

・県防災体制の充実・強化を推進
　（毎年度）
・災害物流円滑化検討（2016～）
・避難所運営マニュアル改訂
　（2017）
・被災自治体支援活動訓練の実
　施（2017～）
・被災市町村広域応援の実施に
　関する協定締結（2017）

・災害時物流の円滑化を検討す
　るため、国、県、市町村や物流
　業者等を構成員とする「愛知
　県災害物流円滑化検討会」を
　開催
・物流拠点におけるマニュアルを
　整備（2か所）
・被災自治体支援活動訓練を実
　施
・被災市町村支援チームの設置
　検討

・災害時物流の円滑化を検討す
　るため、国、県、市町村や物流
　業者等を構成員とする「愛知
　県災害物流円滑化検討会」を
　開催
・物流拠点におけるマニュアルを
　整備（2か所）
・被災自治体支援活動訓練を実
　施
・被災市町村支援チームの設置
　検討

防
災

42-2

統計資料のオープンデータ化を進めること
等により、統計資料室のあり方を見直すな
ど、人員の再配置を含めた今後の統計業
務の効率的な実施方法・体制を検討す
る。

県民
文化局

・統計資料室業務の見直し検討
　（2017）

・「Web統計あいち」の利便性を向
　上するため、統計データのオー
　プンデータ化を推進
【取組事例】
表構造がわかりやすい人口の統
計表について、ＣＳＶ形式による提
供を順次実施
・1996年度刊以前の「愛知県
　統計年鑑」について、PDFデ
　ータを順次提供（2018年度は、
　1996年度刊をPDF化）
・統計資料室への職員常駐を取
　りやめ、閉架方式に移行（4月）
・利用方法を事前予約による閲
　覧・貸出に変更

・「Web統計あいち」の利便性を向
　上するため、統計データのオー
　プンデータ化を推進
【取組事例】
表構造がわかりやすい人口の統
計表について、ＣＳＶ形式による提
供を順次実施
・1996年度刊以前の「愛知県
　統計年鑑」について、PDFデ
　ータを順次提供（2019年度は、
　1995年度刊をPDF化の予定）

愛知県庁業
務継続計画
の推進

防災体制の
強化

審議会等の
女性委員の
登用

統計業務の
実施方法・
体制の見直
し

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

毎年度実施

数値目標の達成に向け、審議

会等の女性委員の登用を推進

被災市町村支援チームの設置

検討

過去の統計データのデジタル

化、オープンデータ化の推進

統計資料室

業務の見直し

○

新規

具体化･充実

具体化･充実
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42-3
市町村への権限移譲等の取組を進めな
がら、本庁と事務所による事務処理体制
について検討する。

防災
安全局

・市町村への権限移譲の推進
　（毎年度）
・事務の民間委託化検討
　（2015～）
・電子化・郵送での申請・届出事
　務の拡大検討（2015～）
・本庁集約（専門性の高い組織
　体制の構築）の検討（2015～）

・液化石油ガス法に係る事務等
　の権限を市町村へ移譲（移譲
　先：名古屋市、豊川市、弥富市、
　飛島村）
・火薬取締法に係る事務等の権
　限を市町村へ移譲（委譲先：飛
　島村）
・会議の場等を活用して、さらな
　る市町村への権限移譲を推
　進（7月、2月、3月）
・事務の民間委託化検討
・電子化・郵送での申請・届出事
　務の拡大検討
・本庁集約（専門性の高い組織
　体制の構築）の検討

・液化石油ガス法に係る事務等
　の権限を市町村へ移譲（移譲
　先：尾張旭市）
・会議の場等を活用して、さらな
　る市町村への権限移譲を推
　進（7月、3月予定）
・事務の民間委託化検討
・電子化・郵送での申請・届出
  事務の拡大検討
・本庁集約（専門性の高い組織
　体制の構築）の検討

（地方機関等）

2018 2019 2018 2019

43
県民ニーズに対応しながら、地方分権の
進展や、県と市町村の役割分担を踏ま
え、地方機関のあり方を随時見直す。

関係
局等

・名古屋給与事務所を廃止
　（2017）
・海部建設事務所に「日光川下
　流整備課」を設置し、同事務
　所日光川工事出張所を廃止
　（2017）

・心身障害者コロニーを療育医
　療総合センターに再編（3月）
・春日台職業訓練校を廃止（4月）

・一宮、窯業、高浜の各高等技術
　専門校を廃止し、窯業高等技術
　専門校は名古屋高等技術専門
　校の下部組織に再編

総
務

44

県内8か所の「県民生活プラザ」において
県が提供してきた「消費生活相談」、「県民
相談」、「旅券発給」等の業務のあり方を見
直し、県と市町村の役割分担や各業務の
ニーズを踏まえた執行体制の最適化を図
り、県が提供すべき行政サービスを最も効
果的・効率的に提供できる体制へ再編す
る。
・県民相談、旅券発給の窓口は市町村と
　調整しながら集約化を進める。

県民
文化局

・県民生活プラザの再編を実施
　（2015）
・新城設楽県民相談室を東三河
　県民相談室に集約（2016）
・東三河消費生活相談室及び新
　城設楽消費生活相談室を消費
　生活総合センターに集約
　（2016）
・海部県民相談室及び知多県民
　相談室を県民相談・情報セン
　ターに集約（2017）
・尾張消費生活相談室、海部消
　費生活相談室及び知多消費生
　活相談室を消費生活総合セン
　ターに集約（2017）
・15市町村に旅券発給事務を
　権限移譲（～2017）

・経過措置として存置した一部の
　窓口を市町村窓口の整備状況
　（旅券事務の移譲を含む）を踏
　まえながら順次縮小・廃止し、
　機能を集約

・西三河消費生活相談室を消費
　生活総合センターに集約（4月）

・旅券発給事務を権限移譲
　（移譲先：大府市）

・尾張県民相談室を県民相
　談・情報センターに集約（4月）
・12市町及び東三河広域連合
　に旅券発給事務を権限移譲
・尾張、海部、知多及び新城
　設楽の各旅券コーナーを廃
　止（4月）
・東三河旅券センターの窓口
　業務を終了（4月）

・未移譲市町村への働きかけ
　を継続

地方機関の
見直し

消費生活相
談、県民相
談、旅券発
給等の業務
のあり方の
見直し

産業保安事
務の見直し

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

経過措置として

存置した一部の

窓口を市町村窓

口の整備状況

（旅券事務の移

譲を含む）を踏

まえながら順次

縮小・廃止し、

機能を集約化

毎年度柔軟に見直し

西三河消費生

活相談室を消費

生活総合セン

ターに集約

○

毎年度実施

新規
具体化･充実

具体化･充実
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45

「東三河県庁」においては、担当副知事の
もと、各機関の専門性やスピード感を生か
しつつ、部局横断的にネットワーク化され
た推進体制、総合調整機能の強みを発揮
し、地元の意向を的確に把握しながら、市
町村・経済団体等との連携強化、広域的
取組の加速化等に取り組む。

関係
局等

・東三河ビジョン協議会の開催
　（毎年度）
・東三河８市町村及び東三河広
　域連合等との連携による「東三
　河振興ビジョン」の推進
　（毎年度）
・主要プロジェクト推進プランの
　策定及び先導事業の実施
　（毎年度）
・『東三河「新しい人の流れ」創出
　事業』の実施（2016、2017）

・東三河ビジョン協議会の開催
　（8、12、3月実施）
・東三河８市町村及び東三河広
　域連合等との連携による「東三
　河振興ビジョン」の推進
・主要プロジェクト推進プランの策
　定及び先導事業の実施（テー
　マ：交通基盤の整備と利便性向
　上に向けた地域連携の推進）
・『東三河「新しい人の流れ」創出
　事業』の実施（2018）

・東三河ビジョン協議会の開催
　（7、12、3月頃予定）
・東三河８市町村及び東三河広
　域連合等との連携による「東三
　河振興ビジョン」の推進
・主要プロジェクト推進プランの策
　定及び先導事業の実施（テー
　マ：地域連携による地方創生
　事業のさらなる推進）
・『東三河「新しい人の流れ」創出
　事業』の実施（2019）

振興

46

「地域の自主性及び自立性を高めるため
の改革の推進を図るための関係法律の整
備に関する法律（第4次一括法）」に基づ
き、2017年度から県費負担教職員の給与
負担等を名古屋市へ移譲するため、名古
屋給与事務所を廃止する。

教育
委員会

・名古屋給与事務所の廃止
　（2017）

47

児童福祉法の改正により、2020年度を目
途として中核市が児童相談所を設置でき
るよう国が支援措置を講ずることとされた
ことを踏まえ、中核市や広域連合による児
童相談所設置に向けた支援を行う。
また、児童相談所を設置した市又は広域
連合と連絡会を設置し、児童相談所の連
携による体制強化と効率化に努める。

福祉局

・中核市等による児童相談所設
　置の意向に基づき、情報提供
　等の必要とされる支援を実施
　（毎年度）

・中核市等の意向を踏まえ、児
　童相談所の設置に向けた支
　援を検討

・中核市等の意向を踏まえ、児
　童相談所の設置に向けた支
　援を検討

47-2

今後の車体課税の見直しに対応し、県税
事務の効率化及び民間の能力の活用に
よる県民サービス向上のため、県税事務
所での自動車取得税及び自動車税の申
告受付事務などについて徹底した省力化
を進めるとともに、民間委託化を検討す
る。

総務局

・業務フローマニュアルの見直
　し（2017）
・先進他府県の委託状況等の調
　査（2017）

・H2017年度に行った検討及び
　調査の結果から洗い出した
　課題について、引き続き検証
　等を実施

・現行業務の見直し内容及び民
  間委託に向けて解決すべき点
  を整理し、見直し可能なもの
  から順次実施

47-3

平成20年度の組織見直し以降の、畜産農
家数の減少、その他行政サービス対象者
の地域バランスや家畜の飼養形態等の変
化、業務内容や量の変化について検証
し、業務の将来的なあり方をとりまとめる。
とりまとめに当たっては、効果的・効率的
な組織体制について検討するとともに、仕
事量の変化に対応できるよう柔軟な組織
体制について検討する。

農業
水産局

・家畜保健衛生所を取り巻く環境
　の変化、業務内容の変化につ
　いて検証（2017）

・2017年度までの検証内容を踏
　まえ、あり方をとりまとめ

・あり方のとりまとめを踏まえ
　た取組の実施及び検証

東三河県庁
の取組の推
進

名古屋給与
事務所の廃
止

県税事務所
の組織運営
の検討

家畜保健衛
生所のあり
方の見直し

児童（・障害
者）相談セン
ターの設置
に向けた支
援

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

国の支援策と連携した支援

を検討

毎年度実施

完 了

現行業務の見直し内容及び民

間委託に向けて解決すべき点

を整理し、見直し可能なものか

ら順次実施

あり方の

とりまとめ

○
検討結果を踏

まえた取組の

実施

具体化･充実

具体化･充実

具体化･充実

新規

新規
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47-4

総合教育センターの大半の耐用年数が対
策を講じても15年程度であり、また、eラー
ニングの進展等によりセンター利用者も減
少傾向にあることから、センターの機能を
整理した上で、センターの研修のあり方を
検討し、新たに策定した「愛知県教員育成
指標」を基に、研修の統合、廃止、OJTの
積極的活用や他の施設の活用、事務の合
理化によりセンターで実施する研修が必
要最小限のものとなるよう見直す。
また、研修以外の業務についても並行して
あり方を検討する。

教育
委員会

・長寿命化に係る基本調査の実
　施（2016）
・あり方検討を踏まえた個別施設
　計画の検討（2017～）
・教育公務員特例法改正に対応
　した指標の策定（2017）
・指標に基づいた研修計画の見
　直し（2017～）
・総合教育センターの業務の見
　直し（2017～）

・「総合教育センターの今後の
　あり方に関する検討会議」を
　設置（6月）
・上記検討会議第1回を7月に、
、第2回を2月に開催
・検討会議のほか必要に応じ
　てワーキンググループによる
　調査検討を実施

・「総合教育センターの今後の
　あり方に関する検討会議」を
　開催
・検討会議のほか必要に応じ
　てワーキンググループによる
　調査検討を実施

48
配置する職員が少ない出張所等につい
て、本所への集中を検討する。

関係
局等

・西三河建設事務所新東名高速
　道路岡崎出張所の廃止（2015）
・農業総合試験場園芸研究部特
　産野菜研究室の廃止（2015）
・海部建設事務所に「日光川下
　流整備課」を設置し、同事務所
　日光川工事出張所を廃止
　（2017）

・必要性を検証した上で、本所
　への集中を検討

・必要性を検証した上で、本所
　への集中を検討

総務

48-2
保健分室
の見直し

効率的な運営のため、美浜保健分室、み
よし保健分室を駐在化する。また、設楽保
健分室を出張窓口化する。

保健
医療局

・保健分室のあり方検討会を開催
　し、検討（2016）
・見直し案について地元調整等
　を実施（2017）

・美浜保健分室、みよし保健分室
　を駐在化（4月）
・設楽保健分室を出張窓口化
　（4月）

（試験研究機関）

2018 2019 2018 2019

49
試験研究の目標を掲げた上で実績評価を
行うＰＤＣＡサイクルを確立するとともに、
必要な組織体制の見直しを行う。

関係
局等

・試験研究の目標を掲げた上で
　実績評価を行うＰＤＣＡサイクル
　を確立し、必要な見直しを実施
　（毎年度）

・試験研究の目標を掲げた上で
　実績評価を行うＰＤＣＡサイクル
　を確立し、必要な見直しを実施

・試験研究の目標を掲げた上で
　実績評価を行うＰＤＣＡサイクル
　を確立し、必要な見直しを実施 総務

50

環境調査
センターの
組織・運営
の見直し

新施設が竣工する2019年度までに、現在
の1課5部体制の統廃合を含めた組織再
編を検討する。

環境局
・「環境調査センター中期計画」
　を踏まえた組織再編を検討
　（毎年度）

・「環境調査センター中期計画」
　を踏まえた組織再編を検討

・新施設の竣工・組織再編

出張所等の
見直し

試験研究機
関のＰＤＣＡ
サイクルの
確立

総合教育セ
ンターのあり
方の見直し

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

この間で検討

毎年度実施

新施設の竣

工・組織再編

○

この間で検討

美浜保健分室、

みよし保健分室

の駐在化

○

○

あり方の検討

新規

具体化･充実

新規
具体化･充実

設楽保健分室

の出張窓口化

完 了
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あいち産
業科学技
術総合セ
ンターの効
果的・効率
的な運営

2015年度に策定した「あいち産業科学技
術総合センターアクションプラン」に基づ
き、選択と集中により4技術センターの機
能・組織・施設・運営を見直す。
窯業技術センターについては、管理部門
の集約を図る。また、施設・設備の老朽化
対策や地元市町村との連携方策等を含
め、窯業・繊維技術センターのあり方を検
討する。

経済
産業局

・あいち産業科学技術総合セン
　ターアクションプランの策定
　（2015)
・あいち産業科学技術総合セン
　ター（窯業、繊維）についてあ
　り方を検討（2015～）

・窯業技術センターを産業技術セ
　ンターの分場（窯業試験場）と
　し、管理部門を集約（4月）
　引き続き、地元市町村との連携
　方策を含めあり方を検討
・繊維技術センターの施設・設備
　の老朽化対策等を踏まえてあ
　り方を検討

・窯業試験場について、地元市町
　村との連携方策を含めあり方を
　検討
・繊維技術センターの施設・設備
　の老朽化対策等を踏まえてあ
　り方を検討

52

農業総合
試験場、
水産試験
場及び森
林・林業技
術センター
の中期的
な計画の
策定・推進

2015年度に策定した「愛知県農林水産業
の試験研究基本計画2020（(2016～32年
度)」について、2018年度中に中間評価を
実施するとともに、農業総合試験場につい
ては、農業者のニーズの多様化・高度化
等を踏まえ、試験研究の充実を図る。
・農業者のニーズ等を踏まえた研究分野
　の重点化・集約化が実施できるよう、研
　究分野の設定手法を見直し
・民間企業等との研究連携を促進するた
　めの体制を強化
・毎年度、研究課題ごとのPDCAサイクル
　による進行管理を実施

関係
局等

・試験研究基本計画2020の策定
　（2015）
・計画に沿った研究課題の実施
　及び進捗状況の把握（2016～）
・農業の研究分野について研究
　課題ごとのPDCAサイクルによる
　効率的な進行管理手法を検討
　（2017）

・試験研究基本計画2020に沿っ
　た研究課題の実施及び研究課
　題ごとのPDCAサイクルにより
　進行管理
・民間企業等との研究連携を促
　進するための相談会を開催
　(11月、1月開催)
・PDCAサイクルによる効率的な
　進行管理の一環として試験研
　究基本計画2020の中間評価
　を実施（11月開催）
・農業部門において研究分野の
　重点化を図った「ドローンやロ
　ボットなど次世代技術の農業
　分野への応用」について研究
　課題を実施
  ①施設園芸作物の収穫作業
　　支援ロボットの開発
  ②ドローンなどを活用したモニ
　　タリングによる水稲・小麦の
　　生育診断プログラムの開発
・コンテナ苗の生産技術の開発
・多獲性浮魚類（イワシ類、イカ
　ナゴ、シラス）の資源予測の精
　度向上

・試験研究基本計画2020に沿っ
　た研究課題の実施及び研究課
　題ごとのPDCAサイクルにより
　進行管理
・民間企業等との研究連携を促
　進するための相談会を開催
・中間評価も踏まえ、重点化・集
　約化による研究課題を実施
・農業部門における重点化課題
　①施設園芸におけるAI等を活
　　用した自動環境制御技術の
　　開発
　②ICT、ドローンなどを活用し
　　たモニタリングによる水稲・
　　小麦の生育診断プログラム
　　の開発
・多獲性浮魚類（イワシ類、イカ
　ナゴ、シラス）の資源予測の精
　度向上
・コンテナ苗の生産技術の開発

53

がんセン
ター研究
所におけ
る研究の
推進

がんセンター病院、他の医療機関、関係
大学及び産業界などとの連携を一層進め
ながら、愛知県はもとより日本や世界に貢
献できる研究を推進する。また、研究内容
について研究所独自の外部評価を2019年
度までに実施する。

病院
事業庁

・連携を一層進めながら、研究を
　推進（毎年度）
・組織や血液を体系的に保管・
　管理し、新しい治療法や新
　たな診断法、予防法などの医
　学研究に活用するバイオバンク
　事業について、生物工学棟に
　バイオバンク用スペースを整備
　し、外来患者からの検体収集
　を開始（2017）

・研究所の組織再編を行い、病院
とのトランスレーショナル・リサー
チを効果的に進められる体制を整
備
・外部評価を検討
・バイオバンク事業について、外
来患者からの検体収集・解析を実
施
・がんゲノム医療推進の基盤構築
に向け、機器の共同利用や情報
共有が可能な研究室の整備設計
を実施
・名古屋大学大学院医学系研究
科との包括的な連携協定を締結
し、研究所全部門を連携大学院
化

・研究所と病院協働で取り組む重
点プロジェクトを実施
・研究所の再編や、病院と協働し
たトランスレーショナル・リサーチ
推進への取組の進捗状況を踏ま
え、外部評価を実施
・検体の収集・解析の継続
・研究室整備を完了して本格稼働

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

プランに基づくあり方の検討・実施

中間評価を

実施

研究課題の実施及び進捗状況

の把握

○

外部評価の検討・実施

毎年度実施

研究分野の重点化・集約化に

向けた設定手法の検討 ※左

の3点を検討

○

窯業技術セン

ターの管理部

門の集約

具体化･充実

具体化･充実
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競争的研究資金や受託研究等の外部資
金の積極的な活用を図るとともに、大学、
企業、官民研究機関等との共同研究等を
積極的に推進する。
また、必要に応じて、外部資金獲得のため
の手続の簡素化や使途の弾力化につい
て関係機関に要請していく。

関係
局等

・大学・企業との共同研究等を推
　進（毎年度）
【共同研究事例】
　次世代ロボット社会形成技術
　開発プロジェクト（あいち産業
　科学技術総合センター）

・大学・企業との共同研究等を推
　進
【共同研究事例】
・大気中のPM2.5を季節ごとに測
　定し、データを集積（環境調査
　センター東三河支所）
・次世代ロボット社会形成技術開
　発プロジェクト始め３プロジェク
　ト（あいち産業科学技術総合セ
　ンター）

・大学・企業との共同研究等を推
　進
【共同研究事例】
・光化学オキシダント及びPM2.5
　汚染の地域的・気象的要因の
　解明（環境調査センター）
・近未来自動車プロジェクト始め
　３プロジェクト（あいち産業科学
　技術総合センター）

環
境
産
労

55

2016年2月に策定した「あいち科学技術・
知的財産アクションプラン2016-2020」に基
づき、引き続き、知的財産の適切な権利化
や企業への移転・活用などを推進する。

関係
局等

・「知的財産戦略推進方針」に
　沿って適切な権利化や企業へ
　の移転・活用などを推進
　（毎年度）
・あいち科学技術・知的財産アク
　ションプラン2016-2020を策定
　（2015）

＜進捗管理指標＞
　知的財産活用状況
    2015 県有特許権利用率：59％
　　　　　新規実施契約件数：15件
　　　　　企業訪問件数：112件
    2016 県有特許権利用率：57％
　　　　　県有特許出願件数：8件
　  2017 県有特許権利用率：51％
　　　　　県有特許出願件数：11件

・知的財産の適正な権利化や企
　業への移転・活用を図るため、
　知財担当者連絡会議を開催
　（5月）
・アクションプランに基づく取組の
　推進
【取組事例】
・公設試験研究機関研究員を対
　象とする知財研修を実施

＜進捗管理指標＞
　知的財産活用状況
　2018 県有特許権利用率：57％
　 　　　県有特許出願件数：4件

・知的財産の適正な権利化や企
　業への移転・活用を図るため、
　知財担当者連絡会議を開催
　（5月）
・アクションプランに基づく取組の
　推進
【取組事例】
・公設試験研究機関研究員を対
　象とする知財研修を実施 産労

大学、企業
等との連携
強化、共同
研究等の推
進

知的財産の
保護、活用

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

アクションプランで設定した数値

目標の達成に向け、知的財産

の適切な権利化や企業への移

転・活用などを推進

43



③　職員定数と給与の適正管理
（職員定数）

2018 2019 2018 2019

56

「あいちビジョン2020」の政策課題を始め、
重要施策を推進するため必要な人員を確
保しながら、これまでスリム化してきた成
果を後戻りさせることのないよう、引き続き
事務事業の廃止･縮小、民間委託、事務
処理方法の改善などに取り組み、適切な
人員配置に努める。
その際、県庁全体として業務量に応じた最
適な人員配置を実現する観点から、部局
や所属間の再配置を積極的に推進する。

関係
局等

・人員配置の最適化（毎年度）
　　事業の廃止及び縮小
　　組織の合理化
　　事務処理方法の改善、非常
　　勤化等

＜進捗管理指標＞
　職員定数（知事部局等と教育
　の事務部門）
    2015 　10,915人
　　　　（病院事業庁除く　△3人）
    2016 　11,028人
　　　　（病院事業庁除く　△5人）
    2017　 11,070人
　　　　（病院事業庁除く　△6人）
　定数削減効果額
    2015　 6億円
    2016 　6億円
    2017 　8億円

・人員配置の最適化
・事業の廃止及び縮小
 （春日台職業訓練校の廃止等）
・事務処理方法の改善、非常勤化
　総務事務・人事管理総合シス
　テム統合による事務の減等

＜進捗管理指標＞
　職員定数（知事部局等と教育
　の事務部門）
    2018 　11,114人
　　　（病院事業庁除く　△3人）
　定数削減効果額
    2018　 11億円

・人員配置の最適化
・事業の廃止及び縮小
  がんセンター愛知病院の岡崎
　市移管等
・事務処理方法の改善、非常勤化
（高等技術専門校の再編等）

＜進捗管理指標＞
　職員定数（知事部局等と教育
　の事務部門）
    2019　 10,863人
　　病院事業庁、アジア競技大
　　会、児童相談センター除く
　　　　　　　　　　　　　　　　△2人
　定数削減効果額
    2019　 7億円

総務

57

小学校、中学校、高等学校及び特別支援
学校の教職員については、引き続き、児
童生徒数の動向や教育課題への対応を
踏まえて、教職員定数等に関する標準法
に基づく適正配置に努める。
中学校の少人数学級への対応など、本県
独自措置の教職員定数については、効果
を検証しつつ、国に対して財政措置の対
象とするよう要請することを含め、そのあり
方について検討していく。また、職員定数
については、業務の実施体制の合理化・
効率化などによる適正な管理に取り組む。

教育
委員会

・本県独自に措置している教職
　員定数の縮減など、教職員定
　数の適正配置を実施（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　職員定数（教職員）
    2015　 48,976人
    2016 　49,087人
    2017 　39,396人※
　　※県費負担教職員の名古屋
　　　 市への権限移譲による教
        職員の減員を含む。

・本県独自に措置している教
　職員定数の縮減など、教職
　員定数の適正配置を実施

＜進捗管理指標＞
　職員定数（教職員）
　　 2018　 39,411人（+15人）
　　　　県立学校の職員
　　　　　12,301人（▲156人）
　　　　県費負担教職員
　　　　　27,110人（+171人）

定数削減効果額　4.1億円
（一般会計当初予算）

・本県独自に措置している教
　職員定数の縮減など、教職
　員定数の適正配置を実施

＜進捗管理指標＞
　職員定数（教職員）
　　 2019　 39,650人（+239人）
　　　　県立学校の職員
　　　　　　12,247人（▲54人）
　　　　県費負担教職員
　　　　　27,403人（+293人）

定数削減効果額　2.5億円
（一般会計当初予算）

57-2
学校用務
員の非常
勤化

学校用務員について、退職不補充により
その全部を非常勤化する。

教育
委員会

・退職不補充による非常勤化を
　推進（毎年度）
【非常勤化定数】
  2017　26人

・退職不補充による非常勤化
　を推進
【非常勤化定数】
  2018　49人

・退職不補充による非常勤化
　を推進
【非常勤化定数】
  2019　32人

定員の適正
管理（教職
員部門）

定員の適正
管理（知事
部局等と教
育の事務部
門）

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施
具体化･充実

新規
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警察官については、治安の維持や多様化
する犯罪等への的確な対応のために必要
となる人員の適切な配置に努めるととも
に、引き続き組織・人員の効率的運用や
業務の合理化に取り組む。
また、警察官以外の警察職員について
は、組織・人員の効率的運用や業務の合
理化の取組などにより、適正な職員配置
に努める。

警察
本部

・警察官の政令定数に基づく適
　切な配置を実施（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　職員定数（警察）
    2015 14,437人
    2016 14,477人
    2017 14,512人

・警察官の政令定数に基づく適
　切な配置を実施

＜進捗管理指標＞
　職員定数（警察）
     2018  14,512人
　　 警察官　　13,554人
　　 一般職員     958人

・警察官の政令定数に基づく適
　切な配置を実施

＜進捗管理指標＞
　職員定数（警察）
     2019  14,512人
　　 警察官　　13,554人
　　 一般職員     958人

59

迅速かつ効率的に業務を推進するため、
部局長権限による、事務の繁閑に応じた
柔軟な人員配置を継続するとともに、さら
なる活用の検討を促す。

関係
局等

・各部局長に移譲している兼務
　発令事務（1か月以上3か月以
　内の兼務）を、2015年度から4か
　月以下の期間内の兼務発令
　まで拡充（2015）
・業務の繁閑に応じた柔軟な人
　員配置を推進（毎年度）

・部局長権限による事務の繁閑
　に応じた柔軟な人員配置の継
　続とさらなる活用の検討
・県警の基本目標達成に向け、
　時代の要請に資するための適
　材適所の人事配置・強くしなや
　かな警察組織の構築に向けた
　戦略的な人事配置を実施
　（警察）

・部局長権限による事務の繁閑
　に応じた柔軟な人員配置の継
　続とさらなる活用の検討
・県警の基本目標達成に向け、
　適材適所の戦略的な人事配
　置、強くしなやかな警察組織
　の構築に向けた人事配置、
　制度取得者、育休復帰者の両
　立支援、キャリア形成に配意
　した人事配置を実施（警察）

総
務
警
察

59-2

改正地方公務員法及び地方自治法(2017
年5月改正、2020年4月施行）の内容等を
踏まえ、臨時・非常勤職員の任用、勤務条
件を検討し、適正な運用体制を確保する。

人事局
・改正法の施行に向け、任用、
　勤務条件を検討（2017～）

・改正法の施行に向け、任用、
　勤務条件を検討

・改正法の施行に向け、任用、
　勤務条件を検討

（給与）

2018 2019 2018 2019

60

民間給与との均衡を図ることを基本とする
人事委員会勧告を尊重して、引き続き給
与の適正化に努める。
なお、2014年10月に、本県人事委員会
は、給料と地域手当の配分見直しや国に
準じた給与制度の総合的見直しなどを勧
告した。この勧告内容を尊重し、給与制度
の適正化に取り組む。

関係
局等

・2014年人事委員会勧告を踏ま
　え、給与制度の総合的見直し
　を実施（地域手当の引上げ及
　び給料の引下げ等を段階的
　に実施）（毎年度）
・人事委員会勧告を尊重し、引き
　続き給与制度の適正化を推進
　（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　給与適正化効果額
　　2015 3億円
　　2016 2億円
　　2017 1億円

・給与制度の総合的見直しの完
　成（4月）
・人事委員会勧告を尊重し、給
　与制度を適正化

＜進捗管理指標＞
　給与適正化効果額
　　2018 19億円

・人事委員会勧告を尊重し、給
　与制度を適正化

＜進捗管理指標＞
　給与適正化効果額
　　2019　 1億円

総務

61
社会情勢の変化に対応するよう、引き続き
各種手当等の適正化に取り組む。

関係
局等

・社会情勢の変化を踏まえ、引き
　続き各種手当等の適正化を推
　進（毎年度）

・社会情勢の変化を踏まえ、各種
　手当等を適正化

・社会情勢の変化を踏まえ、各種
　手当等を適正化 総務

定員の適正
管理（警察
部門）

柔軟な人員
配置の促進

給与制度の
適正化

各種手当等
の見直し

臨時・非常
勤職員の任
用、勤務条
件の見直し

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

推進

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

検討

具体化･充実

具体化･充実

新規
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④　県有資産の活用
（老朽化対策）

2018 2019 2018 2019

62
2015年3月に策定した「公共施設等総合管
理計画」に基づき、経費の軽減・平準化を
図りつつ、施設の健全性を確保する。

関係
局等

・県有施設利活用最適化推進
　会議及び部会の設置、開催
　（2015～）

・庁舎等について点検基準等の
　整備、施設管理者向けの技術
　研修を実施（2015～）

・技術職員による建物の巡回点
　検を実施（2015～）

＜進捗管理指標＞
　県有施設の老朽化に起因する
　重大事故件数
    2015 0件
    2016 0件
    2017 0件

・県有施設利活用最適化推進
　会議及び部会の開催（３回）
・庁舎等について点検基準等の
　見直し、施設管理者向けの技
　術研修を実施（２回）
・巡回点検を実施（70件）

＜進捗管理指標＞
　県有施設の老朽化に起因する
　重大事故件数
    2018　 0件

・県有施設利活用最適化推進会
　議及び部会の開催（数回程度）
・庁舎等について点検基準等の見
　直し、施設管理者向けの技術研
　修を実施（数回程度）
・巡回点検を実施（81件・予定）

総
務

63

庁舎等、学校などの施設類型別に維持管
理・更新を着実に実施するための個別施
設計画について、2020年度までに順次策
定する。
策定済みの類型については、計画に基づ
く取組を推進する。

関係
局等

・16類型中7類型で計画を策定
　済

・16類型中2類型で計画を策定
・策定済みの類型については、
　計画に基づく取組を推進

・施設類型別に個別施設計画を
　策定予定
・策定済みの類型については、
　計画に基づく取組を推進 総

務
教
育

63-2

庁舎等の
個別施設
計画の策
定・推進

庁舎等約150施設の個別施設計画策定に
向けて、改修費を軽減・平準化する方策を
検討する。
・施設（業務）の将来を見据えた施設の備
　えるべき機能の見直しや将来的な集約
　化、国・市町村との利用調整によりさら
　なる施設総量の適正化を図る。
・民間活力の導入可能性について検討す
　る。

総務局

・基本調査を実施（2017までに40
　施設）
・個別施設計画を策定（2017まで
　に10施設）

・基本調査を実施
・施設ごとのコアチーム会議の
　開催など、個別施設計画策定
　に向けて、改修費の軽減・平
　準化や、施設総量の適正化
　の取組を推進
・個別施設計画を策定(14施設)

・基本調査実施
・施設ごとのコアチーム会議の
　開催など、個別施設計画策定
　に向けて、改修費の軽減・平
　準化や、施設総量の適正化
　の取組を推進
・個別施設計画を策定予定

公共施設等
総合管理計
画の推進

維持管理・
更新を着実
に推進する
ための個別
施設計画の
策定・推進

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

技術職員による建物の巡回点

検を実施

施設管理者向けの技術研修を実施

順次、個別施設計画を策定・

推進

点検基準等について、適宜、見

直しを実施

継続的に開催

順次、基本調査実施、施設総

量の適正化を検討、2020年度

までに個別施設計画を策定

具体化･充実

具体化･充実

具体化･充実

新規
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63-3

県立高等
学校施設
の老朽化
対策

社会の変化や生徒数の推移等のニーズを
踏まえ、中長期的な施設配置の適正化、
職員配置の合理化、効率的な維持管理手
法などを踏まえた上で、経費の縮減、平準
化を図りつつ県立学校の長寿命化計画を
策定する。

教育
委員会

・専門家等を交えた検討委員会
　を開催し、県立学校施設長寿
　命化計画策定に関する基本方
　針を策定（2016）
・築60年を経過した建物の耐力
　度調査及びモデル調査を実施
　（2016～2017）
・個別施設計画の検討（2017～）

・長寿命化する建物を特定する
　ための「コンクリート圧縮強度
　調査」を実施
・計画の実施初年度の2019年度
　から工事に着手できるよう、計
　画の策定に先立ち「大規模改
　造工事」の設計を実施
・県立学校施設の個別施設計
　画にあたる「県立学校施設長
　寿命化計画」を策定（3月）
　※計画期間は2019～2029年
　　度の11年間

・「県立学校施設長寿命化計
　画」に沿って老朽化対策を
　実施

・大規模改造工事（設計・工事）
・長寿命化改修工事（設計）
・トイレの環境改善工事（設計）

63-4

インフラ施
設の個別
施設計画
の策定・推
進

インフラ施設における個別施設計画を策
定し、計画に基づく施設の維持管理を推
進する。

関係
局等

・「空港」「都市公園」「下水道」
　「道路」「水道」「工業用水道」
　の6類型で個別施設計画を策
　定済

・個別施設計画の策定を推進
　するとともに、計画策定済の
　類型については、計画に基づ
　き維持管理を推進
・「砂防」の個別施設計画を策定

・個別施設計画の2020年度ま
　での策定を推進するとともに、
　計画策定済の類型については、
　計画に基づき維持管理を推進

建設

63-5

県営住宅
の個別施
設計画の
推進

個別施設計画に基づき、県営住宅におけ
る計画的な施設点検・修繕・更新を実施す
るとともに、修復履歴等の管理、蓄積を図
る。建替えに当たっては民間活力の導入
等による更新費の抑制方策を検討する。

建築局
・建替え、集約を計画的に推進
　（毎年度）

・個別施設計画に基づき、計画
　的な施設点検・修繕・更新を
　実施

・個別施設計画を改定し、計画
　的な施設点検・修繕・更新を
　実施

（土地・建物）

2018 2019 2018 2019

64
三次にわたり策定した「県有施設利活用・
保守管理プログラム」等に基づき、庁舎等
の集約・移転等を進める。

関係
局等

・海部総合庁舎ほか5施設（西尾
　市内、豊田市内、設楽町内、
　海部管内）を集約、本格執務
　開始（「県有施設利活用・保守
　管理プログラム」の第1次分及
　び第3次分に係る集約完了）
　（2015）
・足助総合庁舎の防災アンテナ
　移設、防災無線中継施設供用
　開始（「県有施設利活用・保守
　管理プログラム」の第2次分に
　係る集約完了）（2016）

庁舎等の集
約・移転

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

完 了

○

個別施設計画

の策定

個別施設計画

の推進

個別施設計画の策定・推進

個別施設計画の推進

具体化･充実

新規

新規

具体化･充実

具体化･充実

新規
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65
今後利活用見込みのない県有財産につい
て、利活用を検討の上、一般競争入札等
により、適正な処分を推進する。

関係
局等

・一般競争入札等による未利用
　財産の売却を促進（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　未利用財産の売却額
　　2015 12億円
　　2016 43億円
　　2017 49億円

・一般競争入札等による売却
　（10件）

＜進捗管理指標＞
　未利用財産の売却額
　　2018 　18億円

・一般競争入札等による売却
　（6件予定）

＜進捗管理指標＞
　未利用財産の売却額
　　2019　 2億円

総務

66

自動販売機等に係る公募制の導入や広
告看板、有料駐車場、定期借地権設定貸
付、太陽光発電事業者への屋根貸しな
ど、現に使用している行政財産を含め、県
有財産の余裕スペースの有効活用を図る
取組を拡大・推進する。
また、県有財産の有効活用に関する民間
事業者からの提案について、情報の集
約、先進事例に関する情報の共有を図り、
より一層活用していく。

関係
局等

・県有財産の有効活用に関する
　民間事業者からの提案等の情
　報の集約・共有（毎年度）
・余裕スペースの有効活用を図
　る取組を推進（毎年度）
・自動販売機、広告物、有料駐
　車場の有効活用（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　資産有効活用額
　　2015 42百万円
　　2016 38百万円
　　2017 25百万円

・県有財産の有効活用に関する
　民間事業者からの提案等の情
　報の集約・共有
・余裕スペースの有効活用を図
　る取組を推進
・自動販売機、広告物、有料駐車
　場、公園施設などで有効活用

＜進捗管理指標＞
　資産有効活用額
　　2018 8百万円

・県有財産の有効活用等に関す
　る民間事業者からの提案等の
　情報の集約・共有
・余裕スペースの有効活用を図
　る取組を推進
・自動販売機、広告物、有料駐車
　場、公園施設などで有効活用

＜進捗管理指標＞
　資産有効活用額
　　2019　 56百万円

総
務
警
察

66-2
旧桃花台
線基地用
地の活用

未利用地となっている旧桃花台線基地用
地について、民間事業者への売却や貸付
を含め、利活用方法を検討する。

都市
整備局

・土地貸付に係る一般競争入札
　を実施し、月極及びＰ＆Ｒ駐車
　場の運営を行う事業者を決定
　（貸付期間：2021年度末ま
　で）（2017）

・土地貸付により、月極及びＰ＆
　Ｒ駐車場を運営
・未利用部分等に係る利活用の
　検討

・土地貸付により、月極及びＰ＆
　Ｒ駐車場を運営
・未利用部分等に係る利活用の
　検討

67

県有施設の維持管理費について、新公会
計制度によるコスト情報を活用したベンチ
マーキング（類似施設間比較）を行うなど、
適正化を推進する。
また、庁舎の維持管理について複数庁舎
をまとめることを含め、包括的に民間委託
し、維持管理費を縮減する方策を検討す
る。

総務局

・個別施設の維持管理に関する
　調査実施（2015）
・コスト情報の比較、分析、適正
　化の検討（2016～）
・維持管理費の現状把握及び
　コスト情報の活用策について
　施設管理者に周知（2017）

＜進捗管理指標＞
　県有施設維持管理費
　　2015 363億円
　　2016 370億円
　　2017 379億円

・施設管理者による維持管理費
　の適正化の推進

・施設管理者による維持管理費の
　適正化の推進

67-2

複数施設
をまとめた
電力入札
の実施

2016年4月からの電力小売りが全面自由
化されたことに伴い、使用量の小さい施設
を複数とりまとめて入札を実施する。

関係
局等

・県立学校及び県税事務所に
　おいて複数施設をまとめた入札
　を実施（2016）
・総合庁舎をまとめた入札を実施
　（2017）
・取組推進のため全庁へ通知
　（2017）

・県立学校及び県税事務所にお
　いて複数施設をまとめた入札を
　実施
・総合庁舎をまとめた入札を実施
・あいち産業科学技術総合センタ
　ー産業技術センターにおいて複
　数施設をまとめた入札を実施
・警察本部分庁舎及び警察署に
　おいて複数施設をまとめた入
　札を実施（3月）

・県立学校及び県税事務所にお
　いて複数施設をまとめた入札を
　実施
・総合庁舎をまとめた入札を実施
・あいち産業科学技術総合センタ
　ー産業技術センターにおいて複
　数施設をまとめた入札を実施
・警察本部分庁舎及び警察署に
　おいて複数施設をまとめた入
　札を実施

総
務
産
労
教
育

未利用財産
の適正な処
分

県有財産の
有効活用の
推進

県有施設の
維持管理費
の適正化

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

コスト情報等を活用した適正化

の推進

包括委託化の検討

毎年度実施

毎年度実施

推進

土地貸付

具体化･充実

具体化･充実

新規

具体化･充実

新規

未利用部分等に係る利活用の
検討

48



2018 2019 2018 2019

67-3
ガス入札
の実施

2017年4月からガス小売りが全面自由化さ
れたことに伴い、ガスの使用量の多い施
設において入札を実施する。

関係
局等

・本庁舎及び議事堂、西庁舎、
　自治センター、がんセンター中
　央病院、がんセンター愛知病
　院、あいち小児保健医療総合
　センターで入札を実施（2016）
・警察本部で入札を実施（2017）
・取組推進のため全庁へ通知
　（2017）

・本庁舎及び議事堂、西庁舎、
　自治センター、がんセンター中
　央病院(1月)、精神医療センター
　(12月)、あいち小児保健医療総
　合センター(1月)で入札を実施
・総合庁舎をまとめた入札を実
　施（3月）
・警察本部で入札を実施(11月)
・あいち産業科学技術総合センタ
　ー産業技術センターで入札を
　実施（2月）

・本庁舎及び議事堂、西庁舎、
　自治センター、がんセンター、
　精神医療センター、あいち小
　児保健医療総合センターで
　入札を実施
・総合庁舎をまとめた入札を実
　施
・警察本部で入札を実施
・あいち産業科学技術総合センタ
　ー産業技術センターで入札を
　実施

総
務
産
労
警
察
病
院

68

各施設管理者が県有施設におけるLED照
明の導入を順次進めるとともに、幅広く省
エネ手法を検討することにより、引き続き
県有施設の省エネ化に取り組む。

関係
局等

・県有施設の省エネに係る調査
　を実施（毎年度）
・県有施設へのLED照明の導入
　（自治センター、西三河総合
　　庁舎）（2017）

・県有施設の省エネに係る調査
　を実施
・三の丸庁舎等へ長時間点灯照
　明についてＬＥＤ照明を導入

・県有施設の省エネに係る調査
　を実施
・県有施設の長時間点灯照明
　についてＬＥＤ照明を導入

総
務
環
境

（公の施設）

2018 2019 2018 2019

69

従来からの、民間との競合、県としての存
置の意義、利用率などの観点に加え、新
公会計制度により精緻に把握したコスト構
造や、敷地・施設の活用状況を含めた総
点検を行い、管理運営の効率化や、サー
ビス水準・利用率の向上を図るとともに、
必要に応じて、廃止・民営化・地元移管
や、運営形態の見直し等を進める。

関係
局等

・総点検の実施（2015）
・管理運営の効率化やサービス
　水準・利用率の向上等を推進
　（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　公の施設数（4月1日時点）
　　2015 72施設
　　2016 67施設
　　2017 65施設
　公の施設の利用者数
　　2015 16/49施設で目標達成
　　2016 24/47施設で目標達成
　　2017 23/45施設で目標達成

・管理運営の効率化やサービス
　水準・利用率の向上等を推進

＜進捗管理指標＞
　公の施設数（4月1日時点）
　　2018 65施設
　公の施設の利用者数
　　2018 18/45施設で目標達成

・管理運営の効率化やサービス
　水準・利用率の向上等を推進

＜進捗管理指標＞
　公の施設数（4月1日時点）
　　2019  63施設

総務

70
公園の利
活用の推
進

民間事業者の資金やノウハウを活用した
魅力ある公園施設の設置など、引き続き
地域との協働や民間活力の活用による公
園の利活用を推進する。

関係
局等

・高蔵公園を名古屋市に移管
　（2016）
・民間事業者による大高緑地の
　公園施設の新設及び管理運
　営開始（2016）
・民間事業者による新城総合公
　園の公園施設の新設及び管理
　運営開始（2017）

・民間活力を活用した公園の
　利活用を推進
・県営都市公園民間活力導入
　検討調査を実施
【地域との協働の取組事例】
・イクメン支援など市町村児童
　館と連携した事業の実施（児
　童総合センター）
・地域の市町村や団体等との
　協働事業の実施（愛知こど
　もの国、海南こどもの国）

・民間活力を活用した公園の
　利活用を推進

【地域との協働の取組事例】
・市町村児童館と連携した事業
　の実施 （児童総合センター）
・地域の市町村や団体等との
　協働事業の実施（愛知こど
　もの国、海南こどもの国）

健
福
建
設

公の施設の
総点検

県有施設の
省エネ化の
推進

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

民間活力を活用した公園の利活

用を推進

総点検を実施し、必要に応じて

見直し

毎年度実施

推進

新規
具体化･充実

具体化･充実

具体化･充実

○

市場ニーズの

調査、実現に向

けた方策の検

討
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71
ふれあい
広場の全
廃

地域の実情を勘案しながら、2015年度末
までにふれあい広場を全廃する。

総務局

・守山ふれあい広場を廃止
　（2015）
・東及び緑大高の2ふれあい広
　場を廃止、ふれあい広場を全
　廃（2016）

72
心身障害
者コロニー
の再編

愛知県心身障害者コロニー再編計画に基
づき、現在の「中央病院・こばと学園」及び
「発達障害研究所」を「医療支援部門」と
し、「緑の家・はるひ台学園」を短期療育型
の障害児入所施設に特化した「地域療育
支援部門」として再編を行い、地域で生活
する障害のある方々を支援する拠点であ
る愛知県医療療育総合センターとして再
編整備する。
知的障害者入所施設については、民間の
力を活用しながら入所者の地域移行を進
め、廃止する。
春日台職業訓練校については、他の就労
支援施策が拡充してきたことを踏まえ、廃
止する。
春日台特別支援学校については、教育委
員会へ移管する。

福祉局

・第1期建設工事（重心病棟、リ
　ハビリ棟）の完成（2015）
・職員宿舎の廃止（2015）
・第2期建設工事（本館棟）の実
　施（2016～）
・養楽荘・はるひ台学園入所者の
　地域移行（2016～2017）
・養楽荘廃止（2016）

・第2期建設工事（本館棟）の完
　成（12月)
・本館棟の供用開始により、医
　療療育総合センターを全面開
　所（3月）
・春日台職業訓練校廃止（4月）
・独身寮廃止（3月）
・春日台特別支援学校を教育委
　員会へ移管（3月）

健
福
教
育

73
南知多老
人福祉館
の見直し

民間事業者において高齢者の様々なニー
ズに応えた保養サービスが提供されるよう
になり、必ずしも公の施設によるサービス
の提供が必要でなくなったことから公の施
設としては廃止の方向で検討するととも
に、施設としてはニーズがあることから民
間による施設活用を検討する。

福祉局 ・公の施設廃止（2016）

74
高等技術
専門校の
見直し

2013年3月の職業能力開発審議会からの
答申及び「産業人材育成・確保促進プロ
ジェクトチーム」における議論を踏まえ、産
業人材ニーズを踏まえながら6校の統廃合
を図り、人材育成支援機能の充実及び効
率的な管理運営に取り組む。
・名古屋校、岡崎校は地域の産業人材育
　成の拠点として位置づけた上で、窯業
　校、東三河校は再編
・一宮校、高浜校は廃止

労働局

・第10次職業能力開発計画に位
　置づけ、合理化と機能強化を
　一体的に推進するため施設の
　あり方を検討し、方針を決定
　（2016）
・高等技術専門校の施設設備
　整備（基本調査等）を実施
　（2017）
・効果的な広報、ハローワーク等
　との連携強化方法、指導員の
　人材育成について方針を決定
　（2017）

・高等技術専門校の施設設備整
　備（基本設計等）を実施
・在職者訓練の拡充、専門校の
　運営改善、成果検証の仕組
　の検討

・高等技術専門校の施設設備
　整備（実施設計等）を実施
・在職者訓練の拡充
・効果的な広報の実施・検討
・訓練評価指標の導入・検証
・窯業校の再編（4月）
・一宮校、窯業校、高浜校の
　廃止（4月）
・施設廃止及び在職者訓練の受
　講料等を改定するため、愛知
　県労働者福祉施設条例の一部
　改正を実施（4月1日施行）

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

○

○

再編

完 了

本館棟供用

開始

完 了

方針に基づく取組を順次実施

○

春日台職業

訓練校廃止

○
独身寮廃止

○

窯業校の再編

○

一宮校、高浜

校の廃止

○
春日台特別

支援学校を

教育委員会へ

移管

具体化･充実

具体化･充実

完 了
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75

犬山国際
ユースホ
ステルの
見直し

指定管理による経営改善の状況を踏まえ
ながら、収入・支出の両面にわたり、さらな
る経営改善に向けた環境整備を行う。

観光コ
ンベン
ション
局

・施設の効率的な運営の可否を
　検証（2016）
・これまでの指定管理による経営
　改善の状況を踏まえ、引き続き
　指定管理による運営とし、公募
　（指定管理期間5年）を実施
　（2017）

・指定管理協定の締結（2018.4.1
　～2023.3.31）。
・収入・支出の両面にわたり経営
　改善に努めた。

・指定管理による運営（継続）。
・さらなる経営改善に努める。

76

尾西勤労
青少年福
祉センター
の廃止

尾西勤労青少年福祉センターは、地元市
と調整し、2016年度までに廃止する。

労働局
・公の施設を廃止し、一宮市へ
　移管（2016）

77
農業大学
校研究科
の廃止

農業大学校研究科を、2018年度に廃止す
る。

農業
水産局

・学生募集の停止（2016） ・廃止（4月）

78

あいち海
上の森セ
ンターの機
能・役割の
検討

「海上の森保全活用計画2025」に基づき、
海上の森センターの業務について、県民
参加組織との協働を引き続き推進する。
また、指定管理者制度導入も視野に、協
働組織と県との役割分担などについて調
整する。

農林
基盤局

・「海上の森保全活用計画2025」
　を策定（2015）
・海上の森の保全や自然環境調
　査、海上の森を活用した体験
　学習、森林・里山で活動する人
　材の育成等を県民との協働に
　より推進（2016～）

・計画に基づく協働の推進
【取組事例】
・県民参加の体験学習プログラム(里
　と森の教室（9回ｾｯﾄ）、調査学習会
　（2回)、森の楽校(2回)）の実施
・自然環境調査、森林育成、里山保
　全、情報発信の事業の実施
・県民参加組織「ＮＰＯ法人海上の
　森の会」、連携企業等の多様な主
　体と協働した取組の実施
・「海上の森アカデミー」として、森の
　自然教育コース、森女養成コース、
　里山暮らしコース 等による人材育
　成の実施
・ミニセミナー(適宜実施：10回）の
  実施

・海上の森運営協議会（10月と3
　月）において、役割分担などを
  協議

・計画に基づく協働の推進
【取組事例】
・県民参加の体験学習プログラム(里
  と森の教室（9回ｾｯﾄ）、調査学習会
　（1回)、森の楽校(2回)）の実施
・自然環境調査、森林育成、里山保
  全、情報発信の事業の実施
・県民参加組織「ＮＰＯ法人海上の
　森の会」、連携企業等の多様な主
  体と協働した取組の実施
・「海上の森アカデミー」として、森の
  自然教育コース、森女養成コース、
  里山暮らしコースによる人材育成
  の実施
・ミニセミナー(適宜）の実施

・海上の森運営協議会（9月と3月
　予定）において、役割分担など
　を協議

79
県営住宅
のあり方
の検討

県営住宅の維持管理・整備更新等におい
て民間活力を活用するなど、トータルコス
トを縮減する。

建築局

・県営住宅民間活力導入検討調
　査の実施（2015）
・県営鳴海、上和田、西春住宅
　において、事業手法検討調査
　を実施（2016）

・県営住宅民間活力導入可能性
　調査の実施

・個別施設計画の改定において、
　ライフサイクルコストの縮減を
　考慮した維持管理・整備更新
　等の計画を策定

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

計画に基づく協働の推進

毎年度実施

完 了

○

廃止

指定管理による運営

具体化･充実

具体化･充実

具体化･充実

具体化･充実

役割分担などの調整

完 了
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80

県立高等
学校の教
育改革推
進

2016年2月に策定した「県立高等学校教育
推進実施計画（第1期）」に基づき、時代の
変化や要請に応じた特色ある県立高等学
校づくりの推進に取り組む。

教育
委員会

・第１期実施計画の策定（2015）
・第１期実施計画に基づく県立
　高等学校づくりの推進（2015～）
・昼間部、夜間部の二部制単位
　制の定時制高校（ステップアッ
　プハイスクール）として、城北つ
　ばさ高校を開校（2017）

・第１期実施計画に基づく県立
　高等学校づくりの推進

・緑丘商業高校を総合学科へ
　改編（4月）

・「県立高等学校教育推進実施
　計画(第２期)」（計画期間：2020
　～2024）の検討

・第１期実施計画に基づく県立
　高等学校づくりの推進
・新城東高校と新城高校を統
　合（校名：新城有教館高校）し、
　総合学科の学校として開校
・知立高校を総合学科へ改編
・小牧工業高校に航空産業科
　を設置
・名南工業高校にエネルギーシ
　ステム科とエネルギー化学科
　を設置
・「県立高等学校教育推進実施
　計画(第２期)」（計画期間：2020
　～2024）の検討（2019末策定
　予定）

81
岡崎総合
運動場の
地元移管

公の施設として廃止した岡崎総合運動場
について、2018年度に市へ移管する。

教育
委員会

・公の施設廃止（2017） ・岡崎市へ移管（4月）

81-2

愛知県図
書館の拠
点図書館
としての機
能の見直
し

限られた財源・人材を有効活用するため、
県の拠点図書館として果たすべき機能を
見直し、真に必要な事業へ重点化する。
・これまでの幅広い分野の資料収集を改
　め、重点分野の選定を行い、資料収集
　方針を改正する。
・市町村立図書館の職員に対する研修を
　充実し、県域全体として図書館サービス
　の質を向上させる。
・迅速な資料提供を行うための、搬送体制
　の強化については、市町村立図書館と
　協議検討する。
・県立学校に対し資料提供を行うための
　協力貸出の搬送体制の構築について
　は、教育委員会と協議検討する。

県民
文化局

・有識者の意見も聞きながら重点
　分野の選定を行い、資料収集
　方針を改正。蔵書総量の管理
　にも配慮（2017）
・参加型研修の導入等、市町村
　立図書館職員への研修の充実
　について検討（2017）
・市町村立図書館への搬送体制
　の強化について費用負担のあ
　り方を含めて協議検討（2017）
・県立学校への資料搬送につい
　て教育委員会と協議検討
　（2017）

・資料収集を愛知県固有の歴史、
　文化、産業等に関する資料と、
　地域の課題解決に寄与する資
　料に重点化するなど資料収集
　方針を改正（4月）
・新しい収集方針等に基づき
　重点資料を積極的に収集
・ワークショップや事例発表、
　全体討議など参加型の手法
　を導入した研修を12回実施
・研修内容の充実を検討
・市町村立図書館と検討、協議
　し、週２便運行（全９館）すべて
　週１便化
・市町村立図書館を経由した県立
　学校への資料搬送の拡大につ
　いて、教育委員会（県立学校）
　及び市町村立図書館と協議を
　重ね、対象校を２校 （2017）から
　８校に拡大

・収集方針等に基づき重点資料
　を積極的に収集
・参加型の研修を継続実施
・研修内容の充実を検討
・搬送体制のあり方について、
　協議・検討を継続
・教育委員会（県立学校）及び市
　町村立図書館と協議し、対象
　校の拡大を検討

81-3

面ノ木公
園施設の
あり方の
見直し

地元移管を含め、施設のあり方を見直す。 環境局 ・設楽町と移管協議（2016～）

・設楽町と移管条件の合意形成
・移管条件に係る撤去補修設計
　等の業務委託の実施

・移管条件に係る新設、撤去、
　補修工事の実施
・観光条例等、移管に伴う諸
　手続き

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

第１期実施計画を実施

○

岡崎市へ移管

○

緑丘商業高

校を総合学

科へ改編

○

新城東高校と

新城高校の

統合

○
知立高校を

総合学科へ

改編

○

新たな方針に

基づく資料の

収集

○

研修内容の

見直し、実施

協議が調った市町村から搬送

体制強化

協議が調った県立学校から搬

送開始

研修の実施

継続実施

この間で見直し

具体化･充実

具体化･充実

新規

新規

具体化･充実

具体化･充実

完 了
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81-4

あいち健
康の森健
康科学総
合センター
の機能の
見直し

2017年3月に策定した「あいち健康の森健
康科学総合センター（あいち健康プラザ）
見直し基本構想」に基づき、基幹設備等の
老朽化や超高齢化社会の到来による新た
な課題（認知症対策）に対応するため、機
能の見直しやコストの縮減について具体
化する。
現行の健康度評価等の生活習慣病予防
事業は継続するが、既に普及したものや
市町村でも実施している事業は縮小する
など、見直しによって得られた資源（財源、
人材）を今後想定される認知症予防の取
組に振り向ける等、プラザ全体としてスク
ラップアンドビルドによる事業見直しを行
う。

保健
医療局

・見直し基本構想の策定（2016）
・認知症予防への取組、現行事
　業（生活習慣病予防事業）の内
　容・規模の見直しについて検討
　（2017～）

・国立長寿医療研究センターと連
　携し、認知症予防の共同研究
　を行うための連携ラボを設置
　（5月）
・連携ラボを活用し、認知症予
　防プログラムの開発、認知症
　予防リーダー育成のためのカ
　リキュラムを作成

・生活習慣病予防事業の内容・
　規模の見直しについて検討

・減築工事 基本設計

・認知症予防事業の一部実施
　　認知症予防教室を開催
　　認知症予防リーダーを育成

・生活習慣病予防事業の内容・規
模の見直しについて検討

・減築工事 実施設計

82

施設の設置目的に応じて、魅力あるイベン
トの開催や情報発信の充実など、利用者
数等の目標を掲げ、より一層の利用拡大
に取り組む。そのため、施設運営の企画
に県民・利用者の参加を推進する。指定
管理施設については、指定管理者と十分
に調整しつつ、取組を進める。

関係
局等

・利用拡大に向けた取組を実施
　（毎年度）
【取組事例】
　・愛知県美術館及び陶磁美術
　　館における企画展の充実
　　（2015）
　・愛知県下水道科学館におい
　　て、ビオトープ観察会や水環
　　境を学習テーマとするイベント
　　を開催（2016）
　・県営都市公園新城総合公園
　　において、民間事業者による
　　公園施設の設置及び管理運
　　営を実施（2017）

・利用拡大に向けた取組を実施
【取組事例】
　・陶磁美術館において、開館
  　40周年を記念した企画展や
　　特別講演会を開催
　 ・あいち航空ミュージアムにお
　　いて、新たな展示機体の追加
　　及び展示機体のPRイベントの
　　実施

・利用拡大に向けた取組を実施
【取組事例】
　・公文書館において、愛知の
　　歴史をインターネットで発信
　　するバーチャル文書館のウ
　　ェブページを開設
  ・あいち航空ミュージアムにお
　 ける、新たな展示物の設置
　 や、既存の展示物の活用等
　 による展示コンテンツの充実

総
務
県
民

82-2

愛知勤労
身体障害
者体育館
の利用拡
大

勤労身体障害者の利用促進を図るととも
に、運営の効率化を検討する。
・勤労身体障害者の利用率についての目
　標を設定した上で、障害者雇用を行って
　いる企業等の巡回PRやこの施設ならで
　はの利用の開拓、障害者雇用の増加に
　つながる活用方策の検討など勤労身体
　障害者の新規利用者を拡大する方策を
　検討する。

労働局
・勤労身体障害者の利用促進策
　の検討（2017～）

・利用者アンケートの実施
　（4月実施）
・障害者雇用を行っている企業
　を巡回してのPR活動の実施
　（近隣商工会議所に6月実施）
・障害者団体のヒアリングの実
　施（2～3月）
・2017年度に行った他府県調査
　の結果をもとに、特に優れた施
　設運営の状況等の聞き取り調
　査の実施（3月実施）
・ボッチャの利用を開始（4月）
　するとともに、体験講座を開催
　（10月、11月(2回）開催）

・障害者雇用を積極的に行って
　いる近隣企業へのＰＲ訪問
　（予定）
・2018実施のヒアリングやアン
　ケートの結果をもとに、次期
　指定管理者の選定にあたり
　仕様案を検討（年度内に実
　施予定）

公の施設の
利用拡大

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

利用促進策の検討・実施

認知症予防への取組、現行事

業の内容・規模の見直しについ

て検討・実施
具体化･充実

新規

新規

具体化･充実
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83

従来から行っている施設所管課や指定管
理者によるモニタリングに加え、外部有識
者等によるモニタリング結果の検証・評価
を実施する。

関係
局等

・外部有識者等によるモニタリン
　グ結果の検証・評価の実施
　（2017～）
・モニタリング結果の公表
　（2017～）

・モニタリング結果の公表
　（10月）
・外部有識者等によるモニタリン
　グ結果の検証・評価の実施
　（3月）

・モニタリング結果の公表
・外部有識者等によるモニタリン
　グ結果の検証・評価の実施

総務

（公舎等）

2018 2019 2018 2019

84
三の丸公舎（96戸）を2015年度末までに57
戸に集約する。

総務局

・戸建て及びＡ棟の廃止
　（2014末）
・Ｃ棟を10月末に廃止し、三の丸
　公舎を57戸に集約（2015）

85

2015年度末までに設楽地区以外の住宅を
全て廃止する。
設楽地区住宅については、教職員の通勤
状況などの実情を考慮し、必要な住宅を
確保する。

教育
委員会

・設楽地区住宅を含むすべての
　住宅を廃止（2015）
・設楽地区においては、教職員
　からの要望があれば、設楽住
　宅への入居を調整

86
待機宿舎1棟を残し、他の待機宿舎は廃
止する。活用用途がない場合は取壊しを
進め、跡地の有効活用を図る。

警察
本部

・岩塚Ａ、岩塚Ｂ、駒方宿舎の取
　壊し（2015）
・元猪高宿舎跡地を売却（2015）
・守山Ａ、守山Ｂ、牛牧、旭宿舎
　の取壊し（2016）
・元瀬戸、春日井宿舎跡地及び
　岩塚宿舎跡地（一部）を売却
　（2016）
・郷前、一宮宿舎、豊橋警察署
　幹部職員公舎の取壊し（2017）

・福徳待機宿舎の取壊し
・西尾署幹部職員公舎取壊し

・豊田、瑞穂、佐織及び田口待
 機宿舎の取壊し予定
・西枇杷島署幹部職員公舎取壊
 し予定

指定管理者
制度導入施
設の運営モ
ニタリングの
充実強化

公舎の見直
し

教職員住宅
の廃止

待機宿舎の
見直し

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

順次実施

完 了

具体化･充実

完 了
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⑤　民間活力の活用
（民間との連携）

2018 2019 2018 2019

87

行政サービスの提供や施設整備を行う際
には、指定管理者制度やＰＦＩ、定期借地
権など様々な手法を検討することとし、さら
なる民間活力の導入を推進する。

関係
局等

・良質な行政サービスの提供と
　財政健全化の両立を図るため、
　各事業にあった手法を検討・
　導入（毎年度）

・良質な行政サービスの提供と
　財政健全化の両立を図るため、
　各事業にあった手法を検討・
　導入

・良質な行政サービスの提供と
　財政健全化の両立を図るため、
　各事業にあった手法を検討・
　導入

総務

88

待機寮へ
の民間資
金等を活
用した整
備手法の
導入

引き続き、待機寮の建替えに当たり、民間
資金等を活用した整備手法の効果的な活
用について検討する。

警察
本部

・民間資金等を活用した整備手
　法に係るアドバイザリー契約の
　締結（2015～）
・待機寮整備運営事業者と契約
　締結（2016）
・千種・東・中村・中・女性寮の
　運用開始（2017）

・順次導入を検討 ・待機寮整備運営事業（第２次）
　・アドバイザリー業務委託
　・要求水準の策定、事業者公募
　（事業者決定・事業契約締結
　はH32予定、運用開始H33.10
　予定）
・愛知署寮の運用開始
（10月予定）

88-2

豊橋駅西
地下駐車
場のあり
方の検討

駐車料金の設定や大規模修繕を除いた
施設の補修など、民間に委ねる範囲とそ
の自由度を拡大し、民間活力を活用した
各種スキームを検討する。

建設局

・駐車場ニーズの調査・確認
　（2017）
・ニーズに対応した運営手法の
　検討（2017～）

・駐車場ニーズに係る調査結
　果を踏まえ、民間活力を活
　用した運営手法の検討を実
　施

・運営手法の検討を実施

（民間委託）

2018 2019 2018 2019

89

効率的なサービスの提供やサービス水準
の向上等民間委託による効果が期待され
る事務事業について、公正性・公平性や
個人情報の保護、責任範囲の明確化、費
用対効果等に十分留意しながら、積極的
に民間委託を進める。

関係
局等

・債権回収のノウハウを有する民
　間事業者に回収業務を委託
　（毎年度）
・愛知総合工科高等学校専攻科
　について公設民営化により運
　営開始（2017）

・債権回収のノウハウを有する民
　間事業者に回収業務を委託

・債権回収のノウハウを有する民
　間事業者に回収業務を委託

総務

民間との連
携の推進

民間委託の
推進

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

順次実施

順次実施

順次導入を検討

運営手法の検討結果に基づく

見直しの実施

具体化･充実

具体化･充実

新規
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（ＰＦＩ）

2018 2019 2018 2019

90
改訂「愛知県ＰＦＩ導入ガイドライン」に基づ
き、ＰＦＩ導入の効果が認められる事業につ
いて、引き続きＰＦＩの導入を進める。

関係
局等

・PPP/PFI推進会議等を活用し
　て、PFI導入の効果が認められ
　る事業についてPFI導入を検討
　（毎年度）
・国の示した「多様なPPP/PFI手
　法導入を優先的に検討するた
　めの指針」（2015.12）を踏まえ、
　愛知県PFI導入ガイドラインを
　改訂（2017）

＜進捗管理指標＞
　PFI導入件数
    2015 6件
    2016 8件
    2017 9件

・PPP/PFI推進会議等を活用し
　て、PFI導入の効果が認められ
　る事業についてPFI導入を検討

＜進捗管理指標＞
　PFI導入件数
    2018　 11件

・PPP/PFI推進会議等を活用し
　て、PFI導入の効果が認められ
　る事業についてPFI導入を検討

＜進捗管理指標＞
　PFI導入件数
    2019　 15件 総務

91

環境調査
センター・
衛生研究
所のPFI方
式での建
替え

環境調査センター・衛生研究所について、
「環境首都あいち」にふさわしい全国モデ
ルとなる新エネ・省エネ施設としてPFI手法
を用いた施設建替えを進める。

環境局
保健
医療局

・実施方針の策定、公表（2015）
・PFI事業契約の締結（2016）
・施設の設計・建設を開始
　（2016～）

・建替えを実施 ・建替えを実施
・維持管理を実施

92

豊川浄化
センターの
汚泥処理
におけるＰ
ＦＩの導入

PFI手法により、豊川浄化センターの汚泥
処理施設等の運営業務を実施する。

建設局
・汚泥処理施設等の設計、建設
　を実施（2015）
・運営・維持管理を開始（2016～）

・運営･維持管理を実施 ・運営･維持管理を実施

93

浄水場排
水処理業
務でのＰＦＩ
の実施

PFI手法により、尾張地域における浄水場
排水処理業務を実施する。

企業庁
・浄水場排水処理施設等の設
　計・建設を実施（2015～2016）
・運営・維持管理を開始（2017～）

・運営･維持管理を実施 ・運営･維持管理を実施

94

運転免許
試験場整
備運営業
務へのＰＦ
Ｉの導入

運転免許試験場について、PFI手法を用い
た施設建替えを進める。

警察
本部

・実施方針の策定、公表（2016）
・PFI事業契約の締結（2017）
・施設の設計・建設を開始
　（2017～）

・建物の実施設計完了（10月）
・四輪技能試験コースの完成
　（12月）
・二輪技能試験コース、二輪発
　着場、二輪車庫の完成（2月）
・庁舎、四輪車庫の建設を開始
　(11月)

・庁舎、四輪車庫の完成
　（2月予定）

ＰＦＩの導入

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

建替えを実施

運営･維持管理を実施

運営・維持管理を実施

建替えを実施

毎年度実施

維持管理を

実施

具体化･充実

具体化･充実

具体化･充実
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94-2

県営住宅
のＰＦＩ方
式による
建替え

県営住宅について、ＰＦＩ手法を用いた建
替えを進める。

建築局
・県営東浦住宅について、民間
　事業者との契約締結に向けた
　手続きの実施（2017）

・県営鳴海住宅、上和田住宅及
　び西春住宅について、民間事
　業者との契約締結に向けた手
　続きを実施

・県営野並住宅、上郷住宅、初吹
　住宅及び鷲塚住宅について、
　民間事業者との契約締結に向
　けた手続きを実施

95

愛知県道路公社が管理する有料道路につ
いて、コンセッション方式を導入し、公社が
民間事業者に対して運営権の一部を付与
する。

建設局

・民間事業者による運営の開始
　（2016）
・通行料金の改定・割引
　（2016～）
【民間事業者による取組】
　・通行料金の企画割引
　・ドローンを用いた点検作業の
　　効率化（試行）
　・地域活性化への取組として
　　地域産品のＰＲイベントなど
　　を実施

・民間事業者による運営の実施

【民間事業者による取組】
・通行料金の企画割引
・維持管理面で新技術導入
　実験等の積極的な実施
・地域活性化への取組として地
　域産品のＰＲイベントなどを実
　施
・既存PA（阿久比・大府）リニュー
　アルオープン（7月）

・民間事業者による運営の実施

【民間事業者による取組】
　・通行料金の企画割引
　・維持管理面で新技術導入
　　実験等の積極的な実施
　・地域活性化への取組として
　　地域産品のＰＲイベントなどを
　　実施

95-2
空港島に整備する国際展示場について、
民間事業者に対して運営権を付与するコ
ンセッション方式を導入する。

観光コ
ンベン
ション
局

・民間事業者との契約締結に向
　けた手続きの実施（2017）

・民間事業者との契約締結（4月）
・官民が連携した運営体制の構
　築
・民間事業者による広報宣伝及
　び設備調達など開業前準備業
　務

・官民が連携した運営体制の構
　築
・民間事業者による誘致、営業、
　施設の保守管理等の開業準
　備業務
・民間事業者による運営の開始
　（8月30日予定）

国際展示場
におけるコ
ンセッション
方式の導入

愛知県道路
公社が管理
する有料道
路における
民間事業者
による運営
の実現

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

運営

開業準備 ○

開業・運営開始

建替えを実施

具体化･充実

新規

具体化･充実

新規
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（指定管理者）

2018 2019 2018 2019

96

指定管理者を公募している施設について
は、引き続き、原則公募により指定管理者
を選定する。また、任意指定としている施
設については、施設の状況に応じて、公募
による指定管理者の選定を検討する。

関係
局等

・愛知県女性総合センター始め
　26施設の公募を実施（2015）
・航空ミュージアムに指定管理者
　制度を導入し、公募を実施
　（2016）
・犬山国際ユースホステル始め
　3施設の公募を実施（うち大塚
　海浜緑地については任意指定
　から切り換え）（2017）

＜進捗管理指標＞
　指定管理者制度公募率
　　2015 38.0％
　　2016 35.6％
　　2017 36.5％

・名古屋飛行場を始め、4施設の
　公募を実施（うち名古屋飛
　行場、愛知県体育館、愛知県
　スポーツ会館については任意
　指定から切り換え）

＜進捗管理指標＞
　指定管理者制度公募率
　　2018 　38.4％

・あいち健康の森薬草園及びあ
  いち朝日遺跡ミュージアム（新
  規施設）の公募を実施

＜進捗管理指標＞
　指定管理者制度公募率
　　2019　 41.7％

総務

97
県直営施設や新設の公の施設への指定
管理者制度の導入を検討する。

関係
局等

・県直営施設の管理状況や課題
　を調査・検討（毎年度）
・航空ミュージアムに指定管理者
　制度を導入（2016新規）
・油ケ淵水辺公園に指定管理者
　制度を導入（2017新規）

＜進捗管理指標＞
　指定管理者制度導入率
　　2015 81.5％
　　2016 80.5％
　　2017 80.0％

・国際展示場に指定管理者制
　度を導入（31年2月議会へ指
　定議案提出）

＜進捗管理指標＞
　指定管理者制度導入率
　　2018　 80.2％

・国際展示場の指定管理者によ
　る管理運営を開始

＜進捗管理指標＞
　指定管理者制度導入率
　　2019 　80.5％

総務

指定管理者
の公募

指定管理者
制度の積極
的活用

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

この間で実施

この間で検討

具体化･充実

具体化･充実
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⑥　地方分権と自治体間の連携の推進
（地方分権）

2018 2019 2018 2019

98

地方分権改革に対応するため、全国知事
会と連携した分権改革の提言、職員の意
識改革、市町村との連携強化などに取り
組む。
地方分権改革に関する提案募集等を活用
して、国から地方への権限移譲や義務付
け・枠付けの見直し等について、国へ働き
かける。
地方分権や、地方分権の究極の姿である
道州制に関する調査研究、情報発信及び
啓発活動による機運の醸成を図る。

関係
局等

・県独自及び全国知事会と連携
　した国への提言・要請活動等を
　実施（毎年度）
・地方分権改革に関する提案募
　集を活用して、国から地方への
　権限移譲や義務付け・枠付け
　の見直し等について提案
　（毎年度）
・ホームページによる情報発信、
　地方分権・道州制セミナーの
　開催などによる啓発活動を実
　施（毎年度）
・地方分権・道州制に関する調
　査研究の一環として有識者ヒア
　リング等を実施（毎年度）
・「権限移譲」、「義務付け・枠付
　けの見直し」等に対応するため
　の国との連絡調整（毎年度）

・県独自及び全国知事会と連携
　した国への提言・要請活動等
　を実施（7月・11月）
・地方分権改革に関する提案募
　集を活用して、国から地方へ
　の権限移譲や義務付け・枠付け
　の見直し等について提案（6月）
・ホームページによる情報発信
　（随時）、地方分権・道州制セ
　ミナーの開催（9月）など
　による啓発活動を実施
・地方分権・道州制に関する調査
　研究の一環として有識者ヒアリ
　ング等を実施（随時）
・「権限移譲」、「義務付け・枠付け
　の見直し」等に対応するための
　国との連絡調整（随時）

・県独自及び全国知事会と連携
　した国への提言・要請活動等
　を実施（7月・11月予定）
・地方分権改革に関する提案募
　集を活用して、国から地方へ
　の権限移譲や義務付け・枠付け
　の見直し等について提案
　（6月）
・ホームページによる情報発信
　（随時）、地方分権・道州制セ
　ミナーの開催（秋頃予定）など
　による啓発活動を実施
・地方分権・道州制に関する調査
　研究の一環として有識者ヒアリ
　ング等を実施（随時）
・「権限移譲」、「義務付け・枠付け
　の見直し」等に対応するための
　国との連絡調整（随時）

政企

98-2

「国家戦略特区」の規制改革メニュー等を
活用し、引き続き関係者と協力しながら事
業の具体化を図る。
また、新たな規制緩和を国へ提案するとと
もに、本県から提案した内容の実現に向
けて国と協議する。

関係
局等

・国家戦略特別区域の指定
　（2015）

・新たな規制緩和を国へ提案
　（毎年度）

・国家戦略特別区域計画に位
　置付け、具体化を図った事業
　を実施（随時）
【取組事例（2018年度以前に
  実施したものを含む）】
・有料道路管理の民間開放
 （有料道路コンセッション）
・愛知総合工科高等学校専攻
 科の公設民営化

・特区制度を活用した事業のさ
　らなる具体化を検討（随時）
・新たな規制緩和の提案を検
　討（随時）
・本県から提案した規制緩和の
　実現に向けた国との協議
　（随時）

・国家戦略特別区域計画に位
　置付け、具体化を図った事業
　を実施（随時）
【取組事例（2019年度以前に
  実施したものを含む）】
・有料道路管理の民間開放
 （有料道路コンセッション）
・愛知総合工科高等学校専攻
 科の公設民営化

・特区制度を活用した事業のさ
　らなる具体化を検討（随時）
・新たな規制緩和の提案を検
　討（随時）
・本県から提案した規制緩和の
　実現に向けた国との協議
　（随時）

政企

地方分権改
革への対応

国家戦略特
区の推進

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

事業の具体化

新たな規制緩和を国へ提案

提案内容の実現に向けて国と

協議
新規

具体化･充実
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（市町村）

2018 2019 2018 2019

99
広域連合や本県の実態に則した新たな広
域連携を検討する市町村に対する積極的
な支援を行う。

総務局

・連携を検討する市町村への
　支援（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　県内市町村の広域連携件数
　（広域連合の数、4月1日時点）
　　2015 4件
　　2016 4件
　　2017 4件

・連携を検討する市町村への支
　援

＜進捗管理指標＞
　県内市町村の広域連携件数
　（広域連合の数、4月1日時点）
　　2018 　4件

・連携を検討する市町村への支
　援

＜進捗管理指標＞
　県内市町村の広域連携件数
　（広域連合の数、4月1日時点）
　　2019　 4件

100

条例による事務処理特例制度の活用によ
り、権限移譲を求める市町村及び広域連
合に対し、その自主的な取組への支援を
行う。

関係
局等

・市町村権限移譲交付金の交付
　（毎年度）
・権限移譲に関する市町村担当
　者会議等を開催（毎年度）
・権限移譲実施計画に沿った権
　限移譲を実施（2015）
・権限移譲実施計画終了後も引
　き続き県が設定した「移譲モデ
　ル」を指標として取組を推進
　（2016～）

＜進捗管理指標＞
　市町村への権限移譲件数
　　2015 794件
　　2016 817件
　　2017 831件

・市町村権限移譲交付金の交付
・権限移譲に関する市町村担当
　者会議等を開催
・「移譲モデル」を指標として取組
 を推進

＜進捗管理指標＞
　市町村への権限移譲件数
　（4月1日時点）
　　2018　 964件

・市町村権限移譲交付金の交付
・権限移譲に関する市町村担当
　者会議等を開催
・「移譲モデル」を指標として取組
 を推進

＜進捗管理指標＞
　市町村への権限移譲件数
　（4月1日時点）
　　2019　 972件

総務

市町村間の
連携を検討
する市町村
の支援

県から市町
村への権限
移譲の推進

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

市町村権限移譲交付金を交付

毎年度実施

「移譲モデル」を指標として権限

移譲の取組を推進

権限移譲に関する市町村担当

者会議等を開催
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⑦　地域との連携・協働の推進
（ＮＰＯ）

2018 2019 2018 2019

101

「あいちビジョン2020」の推進に向けて、地
域の課題やニーズに対応しながら、ＮＰＯ
や大学、企業等、多様な主体との協働をさ
らに深化させるため、様々な課題に応じて
協議の場を設置し、課題意識を共有する
とともに、課題解決のための役割分担や
協力のあり方を検討する。

関係
局等

・ＮＰＯと行政のテーマ別意見交
　換会の開催（毎年度）
・協働促進会議の開催（2015）

・ＮＰＯと行政のテーマ別意見交
　換会の開催（2テーマ、各1回）

・ＮＰＯと行政のテーマ別意見交
　換会の開催（2テーマ、各1回）

県民

102

専門性、先駆性や機動性などＮＰＯの特性
を活かし、協働を進めることが社会全体に
とって効果的・効率的な公共サービスにつ
ながるよう、適切な役割分担と事業形態を
選択しながら、ＮＰＯとの協働事業を実施
する。
また、ＮＰＯと行政の協働に関する実務者
会議の活用などにより、より質の高い協働
を実施するための改善策等を研究・提案
する。

関係
局等

・実務者会議の開催（毎年度）
・協働促進会議の開催（2015）

＜進捗管理指標＞
　ＮＰＯとの協働事業の評価点
    2015 87.5点
    2016 87.8点
    2017 87.8点

・実務者会議の開催（3回）
・NPOと行政の協働事例につい
　て協議・検討を実施し、報告書
　にまとめ、関係者に周知（2018)
【協働・連携事例】
・高校生が社会課題の解決に取り
組むNPOの活動内容や寄附の現
状を学び、寄附を通じた社会貢献
を考える事業を実施
・「社会的インパクト評価」をNPO
活動の基盤として定着させるセミ
ナーを開催するとともに、組織の
課題に応じた専門家をNPOに個
別に派遣

＜進捗管理指標＞
　ＮＰＯとの協働事業の評価点
    2018　 87.8点

・実務者会議の開催（3回）
・NPOと行政の協働事例につい
　て協議・検討を実施
【協働・連携事例】
・寄附を通じた社会貢献活動を
　考える特別授業「寄附のゼミナ
　ール」を開催するとともに、ＮＰ
　Ｏの活動を現場で体験するフィ
　ールドワーク等を実施
・社会的インパクト評価を活用し
　た資金の獲得に向けて、アドバ
　イザーが個別にアドバイスする
　相談会等を実施

県民

103

ＮＰＯとの協働や理解の促進に向けた部
局横断的な取組を推進するとともに、コー
ディネート力向上のため、県の各部局、市
町村の若手・中堅職員・幹部職員を対象と
した研修や説明会等を実施する。

県民
文化局

・県や市町村の職員を対象とした
　研修や説明会等の実施
　（毎年度）

・県や市町村の職員を対象とし
　た研修や説明会等の実施
　（2回）

・県や市町村の職員を対象とし
　た研修や説明会等の実施
　（2回）

104
会計・労務等の運営面を始め、ＮＰＯの組
織力向上に係る支援を推進する。

県民
文化局

・ＮＰＯの会計、信頼性向上のた
　めの支援を実施（毎年度）
・「プロボノ」を育成し、ＮＰＯに派
　遣することにより、ＮＰＯ活動の
　活性化を図るプロジェクトを実
　施（2015～2017）

・新設NPO法人や新任担当者を
　中心に、会計や法人経営など
　基礎的な知識を学びNPOの運
　営基盤の強化を支援

・運営を担うＮＰＯ職員などを対
　象に、会計、労務などの講座を
　実施することでＮＰＯの組織基
　盤の強化を支援（１２回）

ＮＰＯなど
様々な主体
とのさらなる
協働の深化

ＮＰＯとの連
携・協働の
拡充

協働の促進
に向けた行
政職員のレ
ベルアップ

ＮＰＯ活動の
さらなる支
援

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

様々な課題に応じて協議の場

を設置

具体化･充実
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（大学）

2018 2019 2018 2019

105

芸術・文化、教育、環境、防災、医療・福
祉、産業、まちづくりなど多岐にわたる分
野で大学の有する専門的な知識を活用し
ていく連携事業について、継続的に取り組
んでいくとともに、大学の地域連携担当部
署との意見交換会などを活用しながら、県
と大学との連携に係る取組の一層の活発
化に向けた情報共有、意見交換を推進す
る。

関係
局等

・大学との意見交換会を開催
　（毎年度）
・愛知学長懇話会における県の
　施策に関する情報提供
　（毎年度）
・あいち・なごや強靱化共創セン
　ターの設置（2017）

＜進捗管理指標＞
　大学との連携事業数
    2015 158事業
    2016 158事業
    2017 160事業

・大学との意見交換会を開催
・愛知学長懇話会における県の
　施策に関する情報提供
　（5月・12月）
【連携事業例】
・あいち・なごや強靱化共創セン
　ターにおいて、調査・研究や人
　材育成を実施
・「あいちトリエンナーレ2019」の
　開催に向け、「アートラボあい
　ち」で展覧会等を実施

＜進捗管理指標＞
　大学との連携事業数
    2018　 161事業

・大学との意見交換会を開催
・愛知学長懇話会における県の
　施策に関する情報提供
　（6月・１月予定）
【連携事業例】
・あいち・なごや強靱化共創セン
　ターにおいて、調査・研究や人
　材育成を実施
・「あいちトリエンナーレ2019」の
　開催に向け、「アートラボあい
　ち」で展覧会等を実施

政
企
県
民
防
災

106

大学生のインターンシップの受入れを引き
続き推進することで、人材育成の一翼を担
い、あわせて地域におけるインターンシッ
プ活動の促進を図るとともに、大学生の新
鮮な意見を聞くことにより職場の活性化に
つなげる。

関係
局等

・東海地域インターンシップ推進
　協議会の夏季事業に参画し、
　全庁的なインターンシップ受入
　れを実施（毎年度）
・受入事務の改善を図るため、参
　加学生及び受入所属に対する
　アンケートを実施（毎年度）

・東海地域インターンシップ推進
　協議会の夏季事業に参画し、
　全庁的なインターンシップ受入
　れを実施（7～9月）
・受入事務の改善を図るため、参
　加学生及び受入所属に対する
　アンケートを実施

・引き続き、全庁的なインターンシ
　ップ受入れを実施（7～9月）
・参加学生及び受入所属から、イ
　ンターンシップ受入れのメリッ
　ト等の周知を継続し、受入所属
　の拡大を図る

県民

（県民・企業等）

2018 2019 2018 2019

107

県民の参加による会議・イベントの企画・
運営や、住民との協働による地域づくり活
動など、事業の目的・内容に応じた多様な
手法により、県民・地域団体等との協働・
連携を推進する。

関係
局等

・県民・地域団体等との協働・連
　携を推進（毎年度）
【取組事例】
　・県民参加によるあいちトリエン
　　ナーレ2016の運営（2016）
　・外国人県民あいち会議の開
　　催（2016）

・県民・地域団体等との協働・連
　携を推進
【取組事例】
　・県民総ぐるみでの安全なまち
　 づくりに向けて、県民運動や自
　 主防犯団体の設立支援等を実
 　施
　・県民総ぐるみでの防災訓練の
 　 一環として「あいちシェイクアウ
  　ト訓練」を実施

・県民・地域団体等との協働・連
　携を推進
【取組事例】
　・県民総ぐるみでの安全なまち
　 づくりに向けて、県民運動や自
　 主防犯団体の設立支援等を実
 　施
　・県民総ぐるみでの防災訓練の
 　 一環として「あいちシェイクアウ
  　ト訓練」を実施

県
民
防
災

108
企業が自ら行う社会貢献活動等との連携
を積極的に推進する。

関係
局等

・企業との連携を推進（毎年度）
【取組事例】
　・金融機関との地方創生に関す
　　る包括協定の締結（2016）
　・あいち自動運転推進コンソー
　　シアムの設置（2017）

＜進捗管理指標＞
　企業等との連携事業数
    2015 58事業
    2016 62事業
    2017 71事業

・企業との連携を推進
【取組事例】
　・ＪＲグループ等と連携した全
　 国規模の観光キャンペーンを
   展開
　・製薬会社との薬物乱用防止協
　 力に関する協定を締結

＜進捗管理指標＞
　企業等との連携事業数
    2018　 84事業

・企業との連携を推進
【取組事例】
 ・ＳＤＧｓの理念や要素を踏まえ
　た地方創生の取組に関する
　民間企業との包括協定の締結
・経済界、スポーツ界、行政等の
 参画により「一般財団法人愛知・
 名古屋アジア競技大会組織委員
 会」を設立

振
興
健
福

大学との連
携の推進

インターン
シップの推
進

県民・地域と
の協働の推
進

企業との連
携の推進

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施
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（オープンデータ・ビッグデータ）

2018 2019 2018 2019

109

データ形式の標準化や、利用及び情報提
供ルールの整備を、国の動向を踏まえな
がら進めるとともに、公開データを拡大す
るための庁内調整を図り、オープンデータ
の取組をより一層推進する。

総務局

・「愛知県オープンデータカタロ
　グ」サイトについて機能改善及
　び提供データの拡充（毎年度）
・国の指針を踏まえたサイト利用
　規約等の見直し（2015）

＜進捗管理指標＞
　オープンデータ件数
　（4月1日時点）
　　2015 13件（81ファイル）
　　2016 30件（418ファイル）
　　2017 40件（505ファイル）

・「愛知県オープンデータカタロ
　グ」サイトについて機能改善及
　び提供データの拡充
・オープンデータニーズ調査を
  実施(2月)

＜進捗管理指標＞
　オープンデータ件数
　（4月1日時点）
　　2018 61件（738ファイル）

・「愛知県オープンデータカタロ
　グ」サイトについて機能改善及
　び提供データの拡充
・オープンデータニーズ調査結果
　を公表(5月22日)

＜進捗管理指標＞
　オープンデータ件数
　（4月1日時点）
　　2019 　118件（3,126ファイル）

110

県が保有する各種統計データの活用とと
もに、民間が保有するビッグデータを県が
活用することで、県民サービスの質的向上
につなげる。

関係
局等

・庁内におけるビッグデータの活
　用状況・事例の把握（毎年度）
　【取組事例】
　・県内のWi-Fiアクセスポイント
　　に接続履歴がある訪日外国
　　人の利用者属性や行動経路
　　などの情報を観光客誘客に
　　活用

・庁内におけるビッグデータの活
　用状況・事例の把握
　【取組事例】
　・庁内の行政保有の統計関連
　 データの棚卸を実施(4～9月)
　・結果を公表(12月)

・庁内におけるビッグデータの活
　用状況・事例の把握
　【取組事例】

振興

110-2

2019年度までに行政手続に係るオンライ
ン利用の原則化を始めとする官民データ
活用に関する施策を総合的に推進する官
民データ活用推進計画を策定し、その取
組を推進する。

総務局 ・情報収集（2017）

・計画策定会議開催(第1回)（6月）
・有識者会議開催（12月）
・計画策定会議書面開催(第2回)
　（2月）

・計画策定会議開催（複数回実
　施予定）
・有識者会議（時期未定）
・パブリックコメント（12月予定）
・計画策定（3月予定）

官民データ
活用の推進

オープン
データの推
進

ビッグデータ
の活用によ
る県民サー
ビスの向上

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

毎年度実施

○策定準備・庁内

調整
計画策定

具体化･充実
新規
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⑧　事務事業の積極的な見直し
（新たなＰＤＣＡサイクル）

2018 2019 2018 2019

111

財務諸表、行政評価、予算編成に共通の
事業単位である「管理事業」を単位として、
現状を俯瞰し、課題を抽出して、個々の
「事務事業」の見直しを促進する新しいＰＤ
ＣＡサイクルを確立する。

関係
局等

・財務諸表の作成（毎年度）
・管理事業単位による行政評価
　の実施（毎年度）
・県民一人当たりコスト等のコスト
　指標による検討を踏まえ、事務
　事業の見直しを実施（毎年度）

・財務諸表の作成
・管理事業単位による行政評価
　の実施（8月）
・県民一人当たりコスト等のコスト
　指標による検討を踏まえ、事務
　事業の見直しを実施

・財務諸表の作成
・管理事業単位による行政評価
　の実施（8月予定）
・県民一人当たりコスト等のコスト
　指標による検討を踏まえ、事務
　事業の見直しを実施

総
務
会
計

112

「行政・民間・地域」の役割分担、行政の中
で「国・県・市町村」の役割分担を明確化し
た上で、県が果たすべき役割を、毎年度、
根源的に問い直す。
その結果は、事務事業の見直しに反映す
るほか、行革大綱に位置づけた検討課題
を具体化・実現する作業に活用する。

関係
局等

・県が果たすべき役割を根源的
　に問い直すことを通じて、事務
　事業の見直しや行革の取組の
　具体化・充実化を推進
　（毎年度）
・各部局及び「しなやか県庁創造
　プラン推進プロジェクトチーム」
　等で検討し、「外部有識者によ
　る公開ヒアリング」を開催
　（毎年度）

・県が果たすべき役割を根源的
　に問い直すことを通じて、事務
　事業の見直しや行革の取組の
　具体化・充実化を推進
・各部局及び「しなやか県庁創造
　プラン推進プロジェクトチーム」
　等で検討し、「外部有識者によ
　る公開ヒアリング」を開催

・県が果たすべき役割を根源的
　に問い直すことを通じて、事務
　事業の見直しや行革の取組の
　具体化・充実化を推進
・各部局及び「しなやか県庁創造
　プラン推進プロジェクトチーム」
　等で検討し、「外部有識者によ
　る公開ヒアリング」を開催

総
務

112-2

国連地域
開発セン
ターへの
関与の検
討

国連地域開発センターへは、人的支援と
地域自治体・地元経済界が一体となって
発足した「地域開発センター協力会」を通
じた財政支援を行っているが、センターを
とりまく現状に即した支援のあり方を検討
した上でセンターと協議し、県としての関
与のあり方を検討する。

政策
企画局

・派遣職員へのヒアリング（2015）
・センターとの協議（2016～）

・財政支援の見直し・縮小 ・人的支援の取り止め

112-3

職員福利
厚生施設
のあり方
の見直し

将来にわたって赤字補填のための県費投
入がなされることがないよう、各施設単体
での黒字経営を目指して経営改善を図
る。
愛知三の丸クリニックについては、経営改
善計画（計画期間：2018年度～）に基づ
き、更なる経営改善に取り組む。
アイリス愛知・サンヒルズ三河湾について
は、2017年度に策定した中長期的な方針
に基づき、経営改善を図る。

人事局

・愛知三の丸病院の入院施設を
　廃止し、外来と健診に特化した
　診療所へ移行。診療所への移
　行に伴い、「愛知三の丸クリニッ
　ク」に名称を変更。経営改善計
　画を策定（2017）
・全ての施設について、経営改
　善状況の検証及び職員アン
　ケートによるニーズ調査を踏ま
　えた福利厚生施設のあり方を
　検討し、中長期的な方針を策
　定（2017）

・施設の中長期的な方針に基づ
　き、経営改善への取組を実施
・サンヒルズ三河湾については、
　2019年度からの経営委託化
　に向け検討

・施設の中長期的な方針に基づ
　き、経営改善への取組を実施
・サンヒルズ三河湾については、
　2019年度から経営委託化

112-4
看護職員
修学資金
貸付金の
見直し

制度として一定の役割を終えたため、廃止
を含め、制度の抜本的な見直しを検討す
る。

保健
医療局

・制度の見直し検討（2017）

・新規貸与者を縮小して実施 ・新規貸与の廃止（既に貸与し
　ている在学生については、卒
　業するまで貸与を継続）

官民の役割
分担の根源
的な問い直
し

管理事業単
位のＰＤＣＡ
サイクルの
確立

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

毎年度実施

施設の中長期的な方針に基づ

き、経営改善への取組を実施

あり方の検討・実施

具体化･充実

新規

具体化･充実

新規

○

新規貸与の

縮小

検討具体化･充実新規

完 了
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2018 2019 2018 2019

112-5

あいちベン
チャーハ
ウスの廃
止

他機関のインキュベーション施設の充実、
ITベンチャーを含む創業支援制度の充実
強化、設備の老朽化を踏まえ、ベンチャー
支援のあり方について時代への要請に
沿った見直しを行い、廃止する。
なお、土地・建物については適正に処分す
る。

経済
産業局

・施設のあり方を見直すための業
　界動向やニーズ調査を実施
　（2016）
・外部有識者による検討会議を
　開催（2016）
・あいちベンチャーハウス事業の
　廃止を決定（2017）

・事業廃止（3月末）

・土地・建物の処分方法を検討 ・土地・建物の処分方法を検討

112-6

佐布里池
の水資源
機構への
移管

愛知用水工業用水道の調整池であり、
（独）水資源機構が水運用管理を行ってい
る佐布里池について、適正かつ継続的な
維持管理及び水源施設としての円滑な水
運用を行うため、水資源機構への移管ま
たはダム管理の委託を検討する。

企業庁
・管理移管に関して検討要請
　(2016)
・維持管理業務の洗い出し(2016)

・移管または管理委託を検討 ・移管または管理委託を検討

113

新公会計制度の導入によって把握可能と
なった事業ごとのストック情報やフルコスト
情報を、行政評価や予算編成、資産マネ
ジメントに活用していく。

関係
局等

・行政評価の対象となる全ての管
　理事業について、財務データを
　活用してコスト指標を設定し、
　評価を実施（毎年度）
・事業ごとに人件費や公債費を
　配賦し、フルコスト情報を予算
　編成へ活用（毎年度）
・固定資産台帳のデータ等を活
　用して策定した「公共施設等
　総合管理計画」に基づき、個
　別施設計画策定に向けたモデ
　ル事業や巡回点検などを実施
　（毎年度）

・行政評価の対象となる全ての管
　理事業について、財務データ
　を活用してコスト指標を設定し、
　評価を実施（8月）
・事業ごとに人件費や公債費を
　配賦し、フルコスト情報を予算
　編成へ活用
・固定資産台帳のデータ等を活
　用して策定した「公共施設等総
　合管理計画」に基づき、個別施
　設計画策定に向けたモデル事
  業や巡回点検などを実施

・行政評価の対象となる全ての管
　理事業について、財務データ
　を活用してコスト指標を設定し、
　評価を実施（8月予定）
・事業ごとに人件費や公債費を
　配賦し、フルコスト情報を予算
　編成へ活用
・固定資産台帳のデータ等を活
　用して策定した「公共施設等総
　合管理計画」に基づき、個別施
　設計画策定に向けた基本調査
　や巡回点検などを実施

総務

（見える化）

2018 2019 2018 2019

114

財務諸表、行政評価、予算編成に共通の
事業単位である「管理事業」ごとの事業内
容、コストなどとともに、県による自己評価
の結果が一目でわかるよう、ポータルサイ
トで公表する。

総務局
・管理事業評価ポータルにより行
　政評価結果を公表（毎年度）

・管理事業評価ポータルにより行
　政評価結果を公表（11月）

・管理事業評価ポータルにより行
　政評価結果を公表（11月予定）

115

新公会計制度に基づく財務諸表を議会の
決算認定に付すべき法定書類を補足する
資料として活用するなど、財務情報を分か
りやすく開示することで説明責任のより一
層の充実を図る。

全局等

・財務諸表を作成し、議会へ提出
　（毎年度）
・県民向けパンフレットの作成・
　配布、県ＨＰへの掲載
　（毎年度）

・財務諸表を作成し、議会へ提出
　（2017年度決算財務諸表の
　作成：4月～9月、議会への提
　出：9月～10月）
・県民向けパンフレットの作成、配
　布、県ＨＰへの掲載（作成：4月
　～11月、配布及び公表： 12月）

・財務諸表を作成し、議会へ提
　出（2018年度決算財務諸表
　の作成：4月～9月予定、議会
　への提出：9月～10月予定）
・県民向けパンフレットの作成、配
　布、県ＨＰへの掲載（作成：4月
　～11月予定、配布及び公表：
  12月予定）

会計

財務諸表の
分かりやす
い開示

県の施策
（管理事業）
及び行政評
価結果の分
かりやすい
公表

新公会計制
度の活用

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

財務諸表を議会へ提出するとと

もに、県民向けパンフレットを作

成

毎年度実施

毎年度実施

土地・建物の処分方法を検討・

実施

移管または管理委託を検討

○

事業廃止

具体化･充実

新規

新規

具体化･充実

移管または管理委託を検討
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2018 2019 2018 2019

116
透明性の高い県行政を推進するため、引
き続き情報公開制度の適正な運用を行
う。

全局等 ・運用状況を公表（毎年度）

・運用状況を公表（8月） ・運用状況を公表（8月頃予定）

県民

117
県が行う入札及び契約の一層の適正化を
図るため、県の支出に係る契約の情報を
県民に公表する。

関係
局等

・支出に係る契約の内容等を記
　載した「契約状況一覧」を四半
　期毎に作成し、県ＨＰ掲載等に
　より公表（各四半期の翌月）
　（毎年度）

・支出に係る契約の内容等を記
　載した「契約状況一覧」を四半
　期毎に作成し、県HP掲載等に
　より公表（2018年1月～3月
　分を4月、4月～6月分を7月、
　7月～9月分を10月、10月～
　12月分を2019年1月に公表）

・支出に係る契約の内容等を記
　載した「契約状況一覧」を四半
　期毎に作成し、県HP掲載等に
　より公表（2019年1月～3月
　分を4月、4月～6月分を7月、
　7月～9月分を10月、10月～
　12月分を2020年1月に公表
　予定）

会計

（業務の効率化）

2018 2019 2018 2019

118

全庁共通業務について、合理性、必要性、
簡素化といった観点から、プロセスを徹底
的に見直し、コストや業務量の縮減を図
る。

関係
局等

・見直し内容の庁内周知・実施
　（2015）
・経理関係事務の合理化策の検
　討・庁内周知（2016）
・業務の標準化を進めるため、プ
　ロセス・ノウハウ等を記入する
　シートの導入を試行し、その結
　果を踏まえて、主に引継ぎでの
　活用を促進（2017)

・業務の効率化を図るため、定型
　業務を自動処理するプログラ
　ムであるＲＰＡ（Robotic Process
　Automation）について、実証実
　験を実施

・RPAの実証実験結果を踏まえ、
　複数業務で試行導入
　　・対象業務調査（5月）
　　・発注・試行導入（6月～12月）

総務

118-2

愛知県庁
共通業務
ルール（し
なやか県
庁スタン
ダード）の
拡充

庁内会議や庁内メール等の全庁共通業務
の簡素化を図るため、統一的なルールとし
てとりまとめた「愛知県庁共通業務ルール
（しなやか県庁スタンダード）」について、必
要に応じて拡充する。

総務局

・愛知県庁共通業務ルールの
　策定・庁内周知（2015）
・愛知県庁共通業務ルールの
　拡充（一部改正）（2017）

・「庁内会議の効率化について」を
　発出し、庁内会議開催の際のル
　ール等を周知
・これに合わせて、愛知県庁共通
　業務ルールを改定

・会議における配布資料の減量
　化、ペーパーレス化を推進する
　ため、タブレット等を配備

118-3
音声認識
システム
の導入

全庁共通業務を効率化し、総勤務時間の
縮減を図るため、会議録作成事務の省力
化に資する音声認識システムを導入す
る。

総務局
・試行内容やシステム仕様等の
　検討（2017）

・音声認識システムの試行導入 ・試行結果を踏まえてシステムを
　本格導入

情報公開制
度の適正な
運用

契約状況の
公表

全庁共通業
務の見直し

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度運用状況を公表

「契約状況の公表に基づく方針

（2007年4月）」に基づき、支出に

係る契約の内容等を四半期ごと

に、閲覧・県ＨＰ掲載等により公

表

見直し内容の検討・推進

拡充の検討・実施

具体化･充実

新規

○

音声認識シス

テムの試行導

入

具体化･充実

新規 ○

試行結果を踏

まえ導入
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2018 2019 2018 2019

119
決裁制度
の見直し

庁内における一層スピーディな意思決定
や、責任の明確化を図るため、決裁権限
の下位委譲や、決裁文書における協議範
囲の見直しを行う。

関係
局等

・2014年度に実施した決裁権限の
　下位委譲や決裁文書における
　協議範囲の見直しに関する周
　知徹底（2015）
・支出負担行為の合議（財務規
　則第59条別表第2）の改正
　（2016）
・職員の服務に関する事務に係
　る決裁権限を下位委譲（2017）

・庁内における一層スピーディ
  な意思決定や、責任の明確化
  を図るための見直しを検討

・県債元金償還金等の支出に関
　する事務の専決権者を見直し
・本庁組織の再編を踏まえた見
　直しを実施

120

物品等の調達については、「物品の発注
に関する集約化方針」に基づき、発注の集
約化を進めるなど、一層効率的な調達に
資する取組を進める。

関係
局等

・物品の発注に関する集約化方
　針の決定（2015）
・単価契約の拡大（2016～）
・共同調達を実施（2016～）

・かいを対象にした単価契約の
　実施（241機関）
・すべての県立学校を対象にした
　共同調達の実施（176校）
・知事部局のかいを対象にした共
　同調達の実施（5部局54機関）

・かいを対象にした単価契約の
　実施（252機関）
・すべての県立学校を対象にした
　共同調達の実施（178校）
・知事部局のかいを対象にした共
　同調達の実施（6局54機関）

会計

121
総務事務センターの円滑かつ安定的な運
営と総務事務センター関連業務の効率化
を推進する。

人事局

・扶養手当の事後確認入力画面
　を拡充し、ペーパーレス化を推
　進（2015）
･添付台紙の様式を見直し、職員
　の利便性の向上と審査の効率
　化を推進（2016）
・マイナンバー関連帳票の表示
　内容や年末調整の入力画面を
　改善し、利便性の向上や審査
　の効率化を推進（2017）
・人事管理システムと総務事務
　システムの統合により機能・情
　報等の一元化を行い、審査の
　効率化を推進（2017）

・円滑かつ安定的な運営と総務
　事務センター関連業務の効率
　化を推進
・個人情報保護について更なる強
　化を図る観点から、総務事務セ
　ンターを所管する総務事務管理
　課を人事局へ配置し、職員に係
　る個人情報を人事局で一元管
　理する体制を整備（4月）
・同様の観点から、総務事務セン
　ター業務委託契約の一般競争
　入札において、プライバシーマ
　ークの付与を受けていること等
　を入札参加資格として新たに
　設定(4月）

・円滑かつ安定的な運営と総務
　事務センター関連業務の効率
　化を推進
・会計年度任用職員制度の円滑
　な導入・運用を図るためのシス
　テム改修を実施（3月）

122
2016年3月に策定した「あいちICT戦略プラ
ン2020」に基づき、県行政のＩＣＴ化を引き
続き進め、業務の効率化を推進する。

総務局

・「あいちＩＣＴ戦略プラン2020」の
　策定 （2015）
・戦略プランの年次レポートを作
　成し、フォローアップを実施
　（2017）

・戦略プランの年次レポートを作
　成し、フォローアップを実施
　（10月）

・戦略プランの年次レポートを作
　成し、フォローアップを実施
　（10月予定）

電子県庁
（行政のＩＣＴ
化）の推進

物品等調達
事務の見直
し

総務事務セ
ンターの効
率化の推進

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

プランの推進

順次実施

毎年度実施

さらなる見直しを検討

具体化･充実

具体化･充実
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123

ＩＴ経費の低減や安定かつ安全な情報シス
テムの稼動をめざすため、全庁的に情報
システムの効率化を進める。
既存業務システムの庁内クラウドへの集
約を推進するため、外部コンサルタントに
よる技術的な移行可能性調査を毎年度実
施し、技術的に移行が可能であり、費用対
効果が見込めるものは、原則として庁内ク
ラウドへ移行する。

関係
局等

・新規に開発する情報システム等
　について行政サービスの水準を
　維持しつつコストの削減を図る
　ための支援事業を実施
　（毎年度）
・計25業務システムの庁内クラウ
　ドへの集約化（2015～2017）
・外部コンサルタントによる庁内ク
　ラウドへの技術的な移行可能
　性調査の実施（2017～）

＜進捗管理指標＞
　庁内クラウド移行システム数
　　2015 累計37システム
　　2016 累計44システム
　　2017 累計50システム
　情報システム適正化効果額
　　2015 176百万円
　　2016   64百万円
　　2017 143百万円

・情報システム適正化事業の実
　施
・個別業務システムの庁内クラウ
　ドへの集約
・外部コンサルタントによる庁内
　クラウドへの技術的な移行可能
　性調査の実施
・移行可能性調査の結果を踏
　まえ、既存業務システムの
　庁内クラウドへの集約化

＜進捗管理指標＞
　庁内クラウド移行システム数
　　2018 　累計55システム
　情報システム適正化効果額
　　2018 　37百万円

・既存業務サーバの再編統合の
　推進(2016～2018)（警察）
　  2019年3月 15業務統合
　  3か年でのサーバ統合効果額
　　　340百万円

・情報システム適正化事業の実
　施
・個別業務システムの庁内クラ
  ウドへの集約
・外部コンサルタントによる庁内
　クラウドへの技術的な移行可
  能性調査の実施
・移行可能性調査の結果を踏
　まえ、既存業務システムの
　庁内クラウドへの集約化

＜進捗管理指標＞
　庁内クラウド移行システム数
　　2019 　累計61システム
　情報システム適正化効果額
　　2019　 759百万円

振
興
警
察

124

将来のクラウド更新に向けて、技術革新の
動向や全国の地方自治体の状況を適宜
把握し、パブリッククラウドを含めた最適な
方法を検討する。

総務局 ・次期クラウドの詳細を検討（2017）

・次期庁内クラウドへ移行
　（1月移行開始）

・次々期クラウドへの更新に向
　けた、技術革新の動向等の
　把握

125

社会保障・税番号制度の導入に伴い、業
務プロセスを見直すとともに、情報連携す
る事務の範囲拡大を進め、県民の利便性
の向上と事務の効率化を図る。

関係
局等

・独自利用事務について新たに
　条例を制定（2015）
・国・地方公共団体間の情報連
　携を開始（2017）
・情報連携する事務の範囲拡大
　を検討（2017）

・情報連携する法定事務の範囲
　拡大(7月)
・情報連携する独自利用事務の
　範囲拡大を検討(9月)

・情報連携する法定事務の範囲
　拡大(6月予定)
・情報連携する独自利用事務の
　範囲拡大を検討(9月予定) 振興

情報システ
ムの効率化

自治体クラ
ウドの推進

社会保障・
税番号制度
導入に伴う
業務プロセ
スの見直し

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

移行可能性調査の結果を踏ま

え、既存業務システムの庁内ク

ラウドへの集約化

順次実施

効率化の推進

○

次期クラウド

移行

クラウド形態の

検討

具体化･充実

具体化･充実

具体化･充実
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（仕事の質の向上）

2018 2019 2018 2019

126
仕事の質の向上を図るため、業務の進め
方や職場環境の改善について検討する。

総務局

・予算編成支援システムの見直し
　に向けた検討（2016～）
・総務事務システム・給与システ
　ム等職員情報を扱うシステムの
　統合（2017）

・予算編成支援システムの見直し
　に向けた検討
・工夫・改善が絶えず行われる職
　場づくりの一環として、「問題解
　決」に係る研修を実施

・予算編成支援システムの改修を
　実施
・工夫・改善が絶えず行われる職
　場づくりの一環として、「問題解
　決」に係る研修を実施

総務

127

グッドジョブ運動を一層定着・拡大させるな
ど、日常的な業務の工夫・改善が絶えず
行われる職場づくりを推進する。

①他の取組をマネするための環境整備
②マネされた取組の見える化等による
　 モチベーションの向上
③他薦を可として、さらなる提案の蓄積

総務局

・グッドジョブ運動を実施
　（毎年度）
・「あいちグッドジョブ大会」を開
　催し、知事表彰取組の事例発
　表、大賞、優秀賞の選定、副
　知事による表彰を実施
　（毎年度）
・モチベーションを向上させるた
　め、「マネ」チェック機能の追加
　や検索機能を充実させるため
　のシステム改修を実施（2015）
・他薦を可とする改正を実施
　（2015）

＜進捗管理指標＞
　グッドジョブ運動応募件数
　　2015 累計4,436件
　　2016 累計5,399件
　　2017 累計6,657件

・グッドジョブ運動を実施
・「あいちグッドジョブ大会」を開
　催し、知事表彰取組の事例発
　表、大賞、優秀賞の選定、副
　知事による表彰を実施
・「トヨタの問題解決」について、
　有識者の知見を学ぶ「グッドジ
　ョブ運動研修会」を開催（6月）

＜進捗管理指標＞
　グッドジョブ運動応募件数
　　2018 累計7,883件

・グッドジョブ運動を実施
・「あいちグッドジョブ大会」を開
　催し、知事表彰取組の事例発
　表、大賞、優秀賞の選定、副
　知事による表彰を実施
・総務省のRPAの活用について、
　有識者の知見を学ぶ「グッドジ
　ョブ運動研修会」を開催（5月）

128

事業の企画立案段階からの県民の意見
や参画を進めるため、パブリックコメント
（県民意見提出制度）、パブリックインボル
ブメントやワークショップなど、多様な取組
を推進する。

関係
局等

・パブリックコメントや県政世論調
　査などの取組を推進（毎年度）

・パブリックコメントや県政世論調
　査などの取組を推進

・パブリックコメントや県政世論調
　査などの取組を推進

政企

129

職員の服務規律の確保とコンプライアンス
意識の徹底を図るため、抜き打ちの監察
及びコンプライアンス研修を引き続き実施
する。
また、法令に違反する行為等の防止を図
るため、公益通報制度の一層の周知徹底
を図る。

関係
局等

・コンプライアンス研修の実施
　（毎年度）
・「不祥事の再発防止・コンプライ
　アンスの徹底に向けた総点検
　の取組」の実施（2016）
・全所属長を対象として特別コン
　プライアンス研修の実施（2017）
・公益通報制度の周知徹底
　（毎年度）

・コンプライアンス研修の実施
・公益通報制度の周知徹底

・コンプライアンス研修の実施
・公益通報制度の周知徹底

総務

仕事の質の
向上に向け
た環境整備

グッドジョブ
運動の一層
の推進

事業の企画
立案におけ
る県民参加
の推進

服務規律の
確保とコン
プライアンス
意識の徹底

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

この間で検討
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130

公共施設の将来にわたる品質の確保、担
い手の中長期的な育成等の視点から総合
評価方式を改善し、その適切な運用を図
る。

関係
局等

・総合評価落札方式を改正、実
　施（毎年度）
・総合評価落札方式の実施状況
　を検証し、今後の必要性に応じ
　て落札者決定基準、評価項
　目、配点方法を見直し
　（毎年度）

・総合評価落札方式を改正、
　実施

・当年度の総合評価落札方式の
　実施状況を検証し、今後の必
　要性に応じて落札者決定基準、
　評価項目、配点方法を見直し

・総合評価落札方式を改正、
　実施

・当年度の総合評価落札方式
　の実施状況を検証し、今後
　の必要性に応じて落札者決
　定基準、評価項目、配点方
　法を見直し

建設

131

これまでの取組の成果を検証し、低価格
受注など懸念される諸問題に適切に対応
できるよう必要な対策を講じながら、工事
の特性、規模等を踏まえた適切な入札方
式の選択を行う。

関係
局等

・契約制度検討委員会等を活用
　し、現行の契約制度における
　課題を整理検証し、必要に応じ
　て入札方式を見直し（毎年度）

・契約制度検討委員会等を活用
　し、現行の契約制度における
　課題を整理検証し、必要に応
　じて入札方式を見直し

・契約制度検討委員会等を活用
　し、現行の契約制度における
　課題を整理検証し、必要に応
　じて入札方式を見直し

建設

132
不適正な経理処理を防止するため、抜き
打ち検査などを引き続き実施する。

会計局

・本庁及びかいを対象にした会計
　指導検査の実施（毎年度）
・会計指導特別検査の実施
　（毎年度）
・かいを対象にした納品確認検査
　の実施（毎年度）

・本庁及びかいを対象にした会計
　指導検査の実施[本庁：6部局、
　かい：117機関]（7月～12月）
・会計指導特別検査の実施
・かいを対象にした納品確認検査
　の実施［275機関］（5月～3月）

・本庁及びかいを対象にした会計
　指導検査の実施[本庁：18局、
　かい：116機関]（7月～12月）
・会計指導特別検査の実施
・かいを対象にした納品確認検査
　の実施［274機関］（5月～3月）

会計

公共工事の
品質確保に
向けた取組
の推進

適切な入札
方式の活用

会計指導検
査の実施

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

総合評価落札方式の落札者決

定基準、評価項目、配点方法

の見直し

会計指導検査、会計指導特別

検査及び納品確認検査を実施

毎年度実施

【2018年度の改正内容】

・「企業及び配置予定技術者」

の工事成績評定点の評価項

目等を変更

（他機関における工事成績評

定点を対象に追加）

・「地域精通度・地域貢献度に

関する事項」の評価内容の

追加

（完全週休２日制工事の評価、

2019年度より）

【2019年度の改正内容】

・企業評価対象工事等の施工実

績の発注先を追加

・女性活躍推進法に基づく認定

（えるぼし）の評価項目を追加

・完全週休２日制工事の評価項目

を追加

・ICT活用工事の評価項目を追加

（2020年度より）

・中長期的な担い手の育成の評

価項目を追加（2020年度より）
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133

リスクアプローチを重視した監査及び経済
性、効率性及び有効性（３Ｅ）に重点をおい
た監査に取り組むとともに、随時監査（抜
き打ち監査）を実施するなど、監査機能の
充実・強化に取り組む。また、公認会計士
を活用して、新公会計制度や地方公営企
業に係る新会計基準に対応した監査を実
施する。
地方自治法の改正に伴い、監査基準を策
定し、監査の充実強化を図る。
※リスクアプローチ･･･注意改善の必要が
生じる可能性の高い事項について重点的
に人員や時間を配分し、監査を効果的か
つ効率的なものとする手法

監査
委員
事務局

・事務局監査において、公認会
　計士の専門的知識を活用
　（毎年度）
・全機関を対象として、経済性、
　効率性及び有効性（3Ｅ）に重
　点をおいた監査の実施
　（毎年度）
・随時監査（抜き打ち監査）を
　適宜実施（毎年度）
・新公会計制度に基づく監査、
　地方公営企業会計の新基準に
　対応した決算審査の実施
　（毎年度）

・事務局監査において、公認会計
　士の専門的知識を活用　（2団
　体1機関）
・全機関を対象として、経済性、
　効率性及び有効性（３Ｅ）に重点
　をおいた監査の実施
・随時監査（抜き打ち監査）を適
　宜実施
・新公会計制度に基づく監査、地
　方公営企業会計の新基準に対
　応した決算審査の実施

・事務局監査において、公認会
　計士の専門的知識を活用（3
　団体）
・全機関を対象として、経済性、
　効率性及び有効性（３Ｅ）に重
　点をおいた監査の実施
・随時監査（抜き打ち監査）を適
　宜実施
・新公会計制度に基づく監査、
　地方公営企業会計の新基準
　に対応した決算審査の実施

133-2

地方自治法の改正に対応し、事務の管理
及び執行が法令に適合し、かつ、適正に
行われることを確保する内部統制につい
て、2020年度の運用開始に向けて、方針
の策定や必要な体制を検討する。

関係
局等

・情報収集（2017～）

・地方自治法の改正に伴う監査
　基準の策定に向けた局内検討
　体制の構築、監査基準の検討

・内部統制の方針・体制の整備
・地方自治法の改正に伴う監査
　基準及び同基準に基づく監査
  計画の検討

総
務
監
査

内部統制体
制の整備

監査機能の
充実・強化

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

方針・体制の検討

具体化･充実

具体化･充実
新規
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⑨　公営企業や第三セクター等の経営改善
（公営企業）

2018 2019 2018 2019

134

2015年度に策定した「企業庁経営戦略」に
基づき、より一層、健全な経営に取り組
む。また、経営状況を積極的に公表すると
ともに、引き続き業績評価に取り組む。

企業庁

・「企業庁経営戦略」の策定・
　公表（2015）
・数値目標の進捗状況及び決算
　に基づく経営指標を公表
　（2017）

＜進捗管理指標＞
　企業庁経営戦略
　　2015 達成した数値目標：
　　　　　17項目中 9項目
　　2016 達成又は計画どおり
　　　　　進捗した数値目標：
　　　　　25項目中24項目
　　2017 達成又は計画どおり
　　　　　進捗した数値目標：
　　　　　25項目中23項目

・「企業庁経営戦略」で掲げた
　数値目標を達成するための
　取組を実施、推進
・数値目標の進捗状況を公表
　（8月）

＜進捗管理指標＞
　企業庁経営戦略
　　2018 達成又は計画どおり
　　　　　進捗した数値目標：
　　　　　25項目中22項目

・「企業庁経営戦略」で掲げた
　数値目標を達成するための
　取組を実施、推進
・数値目標の進捗状況を公表
　（8月予定）

135

質の高い高度・先進的な専門医療の提供
を継続するためには経営基盤の確立が必
要であることから、「県立病院中期計画
（2017）」の取組を通じて収支の改善を図
ることとし、医療水準を確保しつつ、病院
事業全体での経常黒字を達成するととも
に、計画期間内での病院ごとの経常黒字
の達成を目指す。また、外部有識者で構
成する県立病院経営改善推進委員会によ
り経営状況を含めた点検・評価を毎年受
け、公表する。

病院
事業庁

・第2次県立病院経営中期計画
　の達成状況を分析したうえで、
　新公立病院改革ガイドライン
　（総務省策定）を踏まえた「県
　立病院中期計画（2017）」を
　策定（2016）
・県立病院経営改善推進委員会
　の点検、評価を踏まえた各病
　院のＰＴの活用により中期計画
　の取組の着実な実施（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　病院事業庁中期計画
　　2015 8.8億円の経常赤字
　　2016 4.6億円の経常赤字
　　2017 6.8億円の経常赤字

・「県立病院中期計画（2017）」
　の取組を通じた収支改善を
　推進

・点検・評価の実施（2月）

＜進捗管理指標＞
　病院事業庁中期計画
　　2018　 11.6億円の経常赤字
　　　　　　(見込)

・「県立病院中期計画（2017）」
　の取組を通じた収支改善を
　推進

136

「県立病院中期計画（2017）」に基づき経
営改善を進めることとし、今後の経営形態
については、自律的な経営を行うため、引
き続き情報収集、検討を継続する。

病院
事業庁

・情報収集、検討を継続
　（2016～）

・各病院、置かれた状況が大きく
　異なることから、当面は現行
　制度の枠内で可能な限りの経
　営改善を進めることとし、経営
　形態の検討については、さら
　なる自律的な経営を行うため
　の選択肢として考え、情報収
　集、検討を継続

・経営形態に係る情報収集、
　検討を継続

136-2

がんセン
ター愛知
病院の岡
崎市への
移管

より高度ながん医療を提供するため、岡崎
市民病院と一体的に病院運営することが
望ましいことから、2019年4月の岡崎市へ
の移管に向け、市と協議を進める。

病院
事業庁

・愛知病院と岡崎市民病院の協
　議会を設置し、連携方策を検討
　（2016～）

・円滑な移管に向けて岡崎市
　との協議を継続

・岡崎市へ移管（4月）

企業庁経営
戦略の策
定、推進

県立病院の
確固たる経
営基盤の確
立

県立病院の
望ましい経
営形態の検
討

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

推進

計画の取組を通じた収支改善

情報収集・検討

点検・評価の実施

協議

具体化･充実

具体化･充実
新規 ○

岡崎市へ移管

完 了
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137

下水道施設の維持管理・更新に多額の費
用を要する状況下において、経営状況の
的確な把握、主体的・効率的な経営とする
ための手段として、流域下水道事業につ
いて、地方公営企業法に定める財務規定
を適用する。
また、将来にわたって安定的に事業を継
続していくための中長期的な経営の基本
計画として「経営戦略」を策定するととも
に、適正な受益者負担の観点から県と市
町との維持管理費負担金の経費負担につ
いて見直しを検討する。

建設局

・地方公営企業法に定める財務
　規定の適用に向けた検討
　（2015～）
・固定資産調査の実施（2016～）
・地方公営企業会計システムの
　構築（2017）
・地方公営企業会計化に関する
　県・市町の検討会を開催（2017）

・地方公営企業法に定める財務
　規定の適用に向けた準備・調整
・流域下水道事業会計システムの
　仮運用
・移行に伴う市町との維持管理
　費 負担金等経費負担につい
　て見直しを協議
・条例・規則等の整備

・公営企業会計への移行
　(4月)

（県関係団体）

2018 2019 2018 2019

138

指定管理者の選定結果や第三セクター等
経営改革の状況などを踏まえつつ、引き
続き、団体が果たすべき役割や県との関
係、統廃合を含む組織体制の見直しを検
討する。

関係
局等

・団体の自立性、事業内容等を
　踏まえ、団体に対する県の関
　与の見直しを検討（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　県関係団体数（4月1日時点）
　　2015 19団体
　　2016 18団体
　　2017 18団体
　県関係団体職員数
　（4月1日時点）
　　2015 1,915人
　　2016 1,873人
　　2017 1,832人

・団体の自立性、事業内容等
　を踏まえ、団体に対する県
　の関与の見直しを検討

＜進捗管理指標＞
　県関係団体数（4月1日時点）
　　2018　 18団体
　県関係団体職員数
　（4月1日時点）
　　2018　 1,787人

・団体の自立性、事業内容等
　を踏まえ、団体に対する県
　の関与の見直しを検討

＜進捗管理指標＞
　県関係団体数（4月1日時点）
　　2019　 18団体
　県関係団体職員数
　（4月1日時点）
  　2019　 1,784人

総務

139

土地開発
公社保有
土地の計
画的削減

「愛知県土地開発公社のあり方に関する
方針＜今後の方向性＞」に基づき、土地
開発公社による公共用地の先行取得と現
在保有している土地の再取得（買戻し）を
計画的に進める。

建設局
・必要最低限の先行取得と計画
　的な再取得（毎年度）

・土木事業用地取得費による
  再取得　  約88億円

・土木事業用地取得費による
  再取得　  約92億円

140
地方三公
社の統合
の検討

愛知県道路公社、愛知県土地開発公社、
愛知県住宅供給公社について、事業の状
況、経営改善計画等を踏まえ、スリム化に
向け、統合を含めた検討を行う。

建設局
建築局

・統合を含め、スリム化に向けた
　検討を実施（毎年度）

・統合を含め、スリム化に向け
　た検討を実施

・統合を含め、スリム化に向け
　た検討を実施

県関係団体
のあり方の
見直し

流域下水道
事業への地
方公営企業
法の財務規
定の適用

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

スリム化の検討・具体案決定

この間で検討

推進

○

流域下水道

事業会計

システム仮運用

○

公営企業会

計に移行

具体化･充実

具体化･充実

経費負担の見直しを検討
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140-2
愛知水と
緑の公社
環境部の
あり方の
見直し

大気汚染測定機器の保守管理業務及び
豊田環境保全センター跡地維持管理業務
について、民間委託を実施する。
また、公社環境部をあわせて廃止する。

環境局

・大気汚染測定局の委託条件
　（委託地域の範囲、契約期間
　等）、執行体制の検討（2016～）
・豊田環境保全センター跡地の
　委託条件（委託内容の範囲、
　発注仕様等）、執行体制を検
　討（2016～）

〔大気汚染測定機器の保守管理
　業務〕
・委託の仕様書及び設計書を確
　定
・委託業者への引継ぎ準備
〔豊田環境保全センター跡地維
　持管理業務〕
・委託条件の検討、委託契約の
　締結
・委託業者への引継ぎ

・民間委託の実施（4月）

・公社環境部の廃止（4月）

141

各団体における経営改善計画の実績・評
価や諸課題を踏まえ、必要に応じて、2016
年度をスタートとする次期計画の策定・推
進を支援する。

関係
局等

・各団体の経営改善計画を公表
　（2016）
・各団体の経営改善計画の進捗
　状況を公表（2017～）

＜進捗管理指標＞
　県関係団体経営改善計画
   年次目標に対する達成率の
　 平均
　　2015　108.9％
　　2016　101.2％
　　2017　101.4％

・各団体の経営改善計画の進捗
　状況を公表（12月）

・各団体の経営改善計画の進捗
　状況を公表（12月予定）

総務

（第三セクター）

2018 2019 2018 2019

142

県が基本財産等の4 分の1 以上を出資し
ている法人等については、「愛知県出資法
人等経営検討委員会」を活用し、改革の
取組や経営・財務の状況等を定期的に点
検・評価し、結果を公表する。
同委員会で経営改革が必要とされた法人
については、引き続き必要な経営改革を
推進していく。

関係
局等

・経営状況の点検・評価を実施
　し、結果を公表（毎年度）
・魚アラ処理公社の操業を停止
　し、解散（2017）

＜進捗管理指標＞
　損失補償等将来負担見込額
　　2015 108億円
　　2016   78億円
　　2017   60億円

・県が基本財産等の4 分の1 以
　上を出資している法人等につ
　いて、「愛知県出資法人等経
　営検討委員会」を活用し、経
　営状況の点検・評価を実施
　（3月）

・県が基本財産等の4 分の1 以
　上を出資している法人等につ
　いて、「愛知県出資法人等経
　営検討委員会」を活用し、経
　営状況の点検・評価を実施
　（3月予定）

総務

143
私学振興
事業財団
の廃止

授業料軽減借入金に係る償還が終了する
2019年度末に廃止する。

県民
文化局

・私立高等学校奨学資金貸付金
　事業の廃止（2015）
・貸付金に係る債権を回収し、授
　業料軽減借入金に係る金融機
　関等への償還を実施（2016～）

・貸付金に係る債権を回収し、金
　融機関等への償還を実施
・貸付債権を県へ引き継ぐための
　準備作業を実施

・貸付債権を県へ引き継ぐため
　の準備作業を実施
・清算人の選任、解散の決議
・県へ債権引渡し

144
農林公社
の解散

民事再生法に基づく民事再生計画により、
農林公社は、2015年度末に分収造林事業
を県に承継した後、解散する。

農林
基盤局

・民事再生計画のとおり年度末に
　分収造林事業を県に承継した
　後、解散（2015）

県関係団体
の経営改善
計画策定・
推進への支
援

第三セク
ターの経営
状況の点検
評価、公表

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

廃止

推進への支援

○

毎年度実施

完 了

○

公社環境

部の廃止

民間委託・廃止

に向けた準備

○

具体化･充実

新規

民間委託の

実施

完 了
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2018 2019 2018 2019

145

住宅供給
公社の経
営改革の
推進

現中期経営計画（2009年度～2018年度）
の目標達成に向けて取り組むとともに、現
中期経営計画の終了（2018年度）までに、
次の点に留意して新たな計画を策定す
る。
・住宅需給の動向等から、既存ストックの
　真に必要な規模へのスリム化
・公社賃貸住宅の建替にあたっては、採
　算性及び収益性を前提としつつ、高齢
　者・障害者・子育て世帯への支援施設
　の併設や福祉事業者との連携を検討

建築局

・中期経営計画の取組を推進
　（毎年度）
・公社賃貸住宅全体のストック活
　用方針の検討（2017）
・既存ストックを活用した高齢者・
　障害者・子育て支援施設の併
　設等の関連事業の検討（2017）

・中期経営計画の取組を推進・
　計画の進捗状況を検証

・次期中期経営計画策定

・新たな中期経営計画の取組を
　推進

（一部事務組合等）

2018 2019 2018 2019

146
一部事務組合は、その経営状況が県財政
に悪影響を及ぼすことがないよう、経営状
況を点検していく。

関係
局等

・経営状況の点検を実施
　（毎年度）

・経営状況の点検を実施 ・経営状況の点検を実施

総務

147

愛知県競
馬組合の
経営改革
の点検

「名古屋競馬の経営改革に関する検討結
果報告書」を受け愛知県競馬組合が策定
した工程表に基づき、愛知県競馬組合の
経営改革の進捗を点検する。
名古屋競馬場の弥富トレーニングセンター
への移転を支援する。

農業
水産局

・構成団体会議等で収支状況を
　把握し、経営改革の進捗を点
　検（毎年度）した結果、2017末
　で累積赤字が解消。
・PFI手法を活用した整備手法の
　導入について検討（2017）

・構成団体会議等で収支状況
　を把握し、経営改革の進捗
　を点検
・PFIを活用した整備手法の導
　入支援などにより移転を支援

・構成団体会議等で収支状況
　を把握し、経営改革の進捗
　を点検
・PFIを活用した整備手法の導
　入支援などにより移転を支援

148
名古屋港
の運営手
法の検討

湾で一つの港湾運営会社のあり方の検討
など、名古屋港管理組合が実施していく運
営手法の見直しについて支援する。

建設局

・見直しについて定期的に進捗
　状況を確認
【管理組合における見直し】
　・コンテナターミナルを一体的
　　に運営する新会社を設立する
　　方針について、四日市港管
　　理組合と合意　（2016）
　・新会社設立（2017）
　・港湾運営会社として指定
　　（2017）

一部事務組
合の経営状
況の点検

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

構成団体会議等で経営改革の

進捗を点検

中期経営計画の取組を推進・

計画の進捗状況を検証

次期中期経営

計画策定

毎年度実施

○

完 了

具体化･充実

具体化･充実

移転を支援
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2018 2019 2018 2019

149

県有地の信託については、資産の有効活
用の面において支障が生じないよう、信託
の制度に則して、事務の処理状況を点検
していく。

総務局
建設局

・事務の処理状況を点検
　（毎年度）
・桃花台ニュータウンタウンセン
　ターについて、新たに運営を
　行う民間事業者に信託の受益
　権を売却（2017）

・事務の処理状況を点検 ・事務の処理状況を点検

149-2

地方独立行政法人法に基づき、2018年度
までに法人の業務運営について検討し、
第三期中期目標（2019～2024年度）を策
定する。併せて運営費交付金の算定基準
の見直しを検討する。

県民
文化局

・「愛知県・公立大学法人連絡調
　整会議」等において検討
　（2015～）

・中期目標及び交付金算定基準
　について「第三期中期目標検
　討会議ワーキンググループ
　（6回）」、「第三期中期目標検
　討会議（2回）」及び「県と公立
　大学法人の意見交換会（3回）」
　において検討し、策定

愛知県公立
大学法人第
三期中期目
標の策定

県有地信託
に係る事務
処理状況の
点検

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

事務の処理状況を点検

○

中期目標の

策定

○

交付金算定

基準の策定

具体化･充実新規

完 了
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⑩　健全で持続可能な財政基盤の確立
（財政運営）

2018 2019 2018 2019

150

財源の確保に努めることにより、臨時的・
緊急避難的措置である基金（取崩し型基
金、果実運用型基金）からの繰入運用を
行わない予算編成に努める。

総務局

・基金からの繰入運用を行わない
　予算編成を実現（2015～2017）

＜進捗管理指標＞
　基金繰入運用額
　　2015 繰入運用なし
　　2016 繰入運用なし
　　2017 繰入運用なし

・2018年度当初予算においても、
　基金からの繰入運用を行わな
　い予算編成を実現

＜進捗管理指標＞
　基金繰入運用額
　　2018 繰入運用なし

・2019年度当初予算においても、
　基金からの繰入運用を行わな
　い予算編成を実現

＜進捗管理指標＞
　基金繰入運用額
　　2019 繰入運用なし

151

臨時の財源対策を極力抑制しながら、赤
字に陥らないことはもちろんのこと、地方
財政健全化法における財政指標を健全な
水準に維持していく。

総務局

・地方財政健全化法に基づく財
　政指標に留意しつつ、適切な
　財政運営に努める（毎年度）
・財政指標を健全な水準に維持
　しながら、適切に議会への報
　告、県民への公表（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　健全化判断比率
　　2015 早期健全化基準未満
　　2016 早期健全化基準未満
　　2017 早期健全化基準未満

・地方財政健全化法に基づく財政
　指標に留意しつつ、適切な財政
　運営に努める
・財政指標を健全な水準に維持し
　ながら、適切に議会への報告、
　県民への公表

・地方財政健全化法に基づく財政
　指標に留意しつつ、適切な財政
　運営に努める
・財政指標を健全な水準に維持し
　ながら、適切に議会への報告、
　県民への公表

152
財政指標を健全な水準に維持できるよう、
特例的な県債を除いた通常の県債残高の
抑制に取り組む。

総務局

・通常の県債の残高を抑制
　（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　通常の県債の残高
　　2015 25,836億円
　　2016 25,036億円
　　2017 24,411億円

・通常の県債の残高を抑制

 ＜進捗管理指標＞
　通常の県債の残高
　　2018　24,036億円
（最終予算ベース：24,366億円）

・通常の県債の残高を抑制

 ＜進捗管理指標＞
　通常の県債の残高
　　2019　23,961億円
（当初予算ベース：24,044億円）

153

健全で持続可能な財政基盤の確立のた
め、財政調整基金及び減債基金（その他
分（任意積立分））など、基金残高の回復
に努める。

総務局

・年度内の財源確保等により、
　2月補正予算及び決算におい
　て、減債基金（その他分（任意
　積立分））及び財政調整基金
　の取崩しを抑制し、翌年度に
　引き継ぐ基金残高を回復
　（2015、2016）

＜進捗管理指標＞
　財政調整基金・減債基金（その
　他分（任意積立額））残高
　　2015 財政調整基金　701億円
　　　　　減債基金　883億円
　　2016 財政調整基金　701億円
　　　　　減債基金　884億円
　　2017 財政調整基金　702億円
　　　　　減債基金　884億円

・健全で持続可能な財政基盤の
　確立のため、基金残高の回復
　に努める

＜進捗管理指標＞
　財政調整基金・減債基金（その
　他分（任意積立額））残高
　2018  財政調整基金　1,102億円
　        減債基金　884億円

・健全で持続可能な財政基盤の
　確立のため、基金残高の回復
　に努める

＜進捗管理指標＞
　財政調整基金・減債基金（その
　他分（任意積立額））残高
　2019  財政調整基金　806億円
　　       減債基金　4億円
　　　　　（当初予算ベース）

地方財政健
全化法等を
踏まえた財
政運営の推
進

特例的な県
債を除いた
通常の県債
残高の抑制

基金残高の
回復

基金からの
繰入運用
（当初予算
時点）を行
わない予算
編成

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施
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2018 2019 2018 2019

154

部局の節約や収入増の努力による財源確
保額の一定割合を翌々年度事業の財源
の一部として活用できる手法を拡充したこ
とを踏まえ、その活用を促すことによって、
各部局における効率的な予算執行や自主
財源の確保に向けた取組を一層推進す
る。

総務局

・部局の節約や収入増の努力に
　よる財源確保額の一定割合を
　後年度の財源として活用でき
　る割合を引き上げ（2015）

・拡充した手法により、各部局に
　おける効率的な予算執行や自
　主財源の確保に向けた取組を
　一層推進

・拡充した手法により、各部局に
　おける効率的な予算執行や自
　主財源の確保に向けた取組を
　一層推進

（財源の確保）

2018 2019 2018 2019

155

未利用資産の売却等のほか、あらゆる手
段を総動員して、自主財源の確保に取り
組む。また、新しい自主財源確保策を検討
する。

全局等

・新しい自主財源確保策の検討
　（毎年度）
・未利用資産の売却やネーミング
　ライツ 等、自主財源の確保を推
　進（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　自主財源確保額
　　2015 14億円
　　2016 13億円
　　2017 21億円

・新しい自主財源確保策の検討
・未利用資産の売却やネーミング
　ライツ 等、自主財源の確保を推
　進

＜進捗管理指標＞
　自主財源確保額
　　2018 　9億円

・新しい自主財源確保策の検討
・未利用資産の売却やネーミング
　ライツ 等、自主財源の確保を推
　進

＜進捗管理指標＞
　自主財源確保額
　　2019　 7億円

156
県税の適
切な徴収

租税負担の公平と財源の確保を目指し
て、引き続き、県税の適切な徴収に努め
る。

総務局

・民間委託による自動車税の集
　中催告の実施（毎年度）
・インターネット公売などによる差
　押財産の換価を推進（毎年度）
・地方税法第４８条による個人住
　民税の直接徴収の実施
　（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　県税徴収率
    2015 98.3％
    2016 98.6％
    2017 98.7％

・民間委託による自動車税の集
　中催告の実施
・インターネット公売などによる
  差押財産の換価を推進
・地方税法第48条による個人住
　民税の直接徴収の実施

＜進捗管理指標＞
　県税徴収率
    2018　 98.9％

・民間委託による自動車税の集
　中催告の実施
・インターネット公売などによる
  差押財産の換価を推進
・地方税法第48条による個人
　住民税の直接徴収の実施

節約や収入
増の努力に
よる財源確
保額を後年
度の財源と
して活用で
きる手法の
拡充

自主財源の
確保

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

新しい自主財源確保策の検討

2018年度以降の具体的対策に

ついては、毎年度、社会経済

情勢の変化に対応したものを

実施

毎年度実施

推進

具体化･充実
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2018 2019 2018 2019

157
県税収入
未済の圧
縮

愛知県地方税滞納整理機構の活動等を
通じて市町村の徴収支援を行うとともに、
県が自ら徴収する税目についても、引き続
き収入未済の圧縮に積極的に取り組む。

総務局

・地方税滞納整理機構による個
　人県民税等の収入未済額縮
　減を目指した積極的な滞納整
　理の実施（毎年度）
・県が自ら徴収する税目に係る
　収入未済の圧縮努力の継続
　（毎年度）
・コンビニ収納の取扱店舗を拡大
　（2016）
・クレジットカード納税の対象税
　目の拡大及び取扱期間の通年
　化（2016）

＜進捗管理指標＞
　県税収入未済額
　　2015 　48億円
　　2016 　39億円
　　2017 　35億円

・地方税滞納整理機構による個
　人県民税等の収入未済額縮
　減を目指した積極的な滞納整
　理の実施
・県が自ら徴収する税目に係る
　収入未済の圧縮努力の継続

＜進捗管理指標＞
　県税収入未済額
　　2018 　33億円

・地方税滞納整理機構による個
　人県民税等の収入未済額縮
　減を目指した積極的な滞納整
　理の実施
・県が自ら徴収する税目に係る
　収入未済の圧縮努力の継続
・スマートフォン決済アプリを利
　用した納税方法を導入

158
使用料等
の適正化

行政財産使用料を含む使用料・手数料、
分担金・負担金について、受益者に対し
て、受益と負担の観点からの適正な負担
を求める。

関係
局等

・受益者に対して、受益と負担の
　観点から適正な負担となるよう
　改正を実施（毎年度）
【取組事例】
　愛知県口論義運動公園の蹴球
　施設使用料（蹴球場2分の1利
　用、附属照明設備）を設定、建
　築物エネルギー消費性能適合
　性判定手数料を設定等（2017）

・受益者に対して、受益と負担の
　観点から適正な負担となるよう
　改正を実施
【取組事例】
　愛知県立総合看護専門学校の
研修料（教務主任養成講習会に
係るもの）を設定、運転免許等事
務に係る講習手数料を改定等

・受益者に対して、受益と負担の
　観点から適正な負担となるよう
　改正を実施
【取組事例】
　高等技術専門校の受講料等の
改定、道路占用料の改定等

総務

65

未利用財
産の適正
な処分（再
掲）

今後利活用見込みのない県有財産につい
て、利活用を検討の上、一般競争入札等
により、適正な処分を推進する。

関係
局等

・一般競争入札等による未利用
　財産の売却を促進（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　未利用財産の売却額
　　2015 12億円
　　2016 43億円
　　2017 49億円

・一般競争入札等による売却
　（10件）

＜進捗管理指標＞
　未利用財産の売却額
　　2018 　18億円

・一般競争入札等による売却
　（6件予定）

＜進捗管理指標＞
　未利用財産の売却額
　　2019　 2億円

総務

66

県有財産
の有効活
用の推進
(再掲）

自動販売機等に係る公募制の導入や広
告看板、有料駐車場、定期借地権設定貸
付、太陽光発電事業者への屋根貸しな
ど、現に使用している行政財産を含め、県
有財産の余裕スペースの有効活用を図る
取組を拡大・推進する。
また、県有財産の有効活用に関する民間
事業者からの提案について、情報の集
約、先進事例に関する情報の共有を図り、
より一層活用していく。

関係
局等

・県有財産の有効活用に関する
　民間事業者からの提案等の情
　報の集約・共有（毎年度）
・余裕スペースの有効活用を図る
　取組を推進（毎年度）
・自動販売機、広告物、有料駐
　車場の有効活用（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　資産有効活用額
　　2015 42百万円
　　2016 38百万円
　　2017 25百万円

・県有財産の有効活用に関する
　民間事業者からの提案等の情
　報の集約・共有
・余裕スペースの有効活用を図
　る取組を推進
・自動販売機、広告物、有料駐車
　場、公園施設などで有効活用

＜進捗管理指標＞
　資産有効活用額
　　2018 8百万円

・県有財産の有効活用等に関す
　る民間事業者からの提案等の
　情報の集約・共有
・余裕スペースの有効活用を図
　る取組を推進
・自動販売機、広告物、有料駐車
　場、公園施設などで有効活用

＜進捗管理指標＞
　資産有効活用額
　　2019　 56百万円

総
務
警
察

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

県が自ら徴収する税目に係る収

入未済の圧縮努力の継続

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

地方税滞納整理機構による個

人県民税等の収入未済額縮減

を目指した積極的な滞納整理

の実施

具体化･充実

県が自ら徴収する税目に係る収

入未済の圧縮努力の継続

県が自ら徴収する税目に係る収

入未済の圧縮努力の継続
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2018 2019 2018 2019

159
ネーミング
ライツの導
入

「ネーミングライツ導入ガイドライン」に基づ
き、引き続き県が所有する施設に導入を
進める。
導入施設の拡大に向け、企業がより応募
しやすい募集方法等について検討する。

関係
局等

・一宮総合運動場及び口論義
　運動公園にネーミングライツを
　導入（2015）
・下水道科学館にネーミングライ
　ツを導入（2017）
・海陽ヨットハーバーのネーミン
　グライツを更新（2017）
・応募しやすい募集方法等につ
　いて検討（2017～）

・熱田神宮公園野球場にネーミ
　ングライツを導入
・愛知県体育館にネーミングライ
　ツを導入
・一宮総合運動場のネーミング
　ライツを更新
・応募しやすい募集方法等につ
　いて検討

・条件が整った施設から順次導入

総
務
建
設
教
育

160
税外債権
の徴収強
化

全庁的に収入未済が解消されない状況に
あることから、費用対効果を踏まえた回収
業務の外部委託活用の検討、債権管理の
適正化を進める。
また、地方自治法施行令の改正により私
人委託できる税外債権が拡大されたことを
踏まえ、外部委託の対象範囲の拡大を検
討する。

関係
局等

・債権管理の適正化を進めるた
　め、自己検査の実施（毎年度）
・債権管理のノウハウの共有を図
　る取組の実施（毎年度）
・回収業務の新たな外部委託の
　導入の検討、効果的な手法の
　検討（毎年度）
・民間委託による回収業務の強
　化（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　税外債権収入未済額
　　2015 51億円
　　2016 52億円

・債権管理の適正化を進めるた
　め、自己検査を実施
・債権管理のノウハウの共有を図
　る取組の実施
・回収業務の新たな外部委託の
　導入の検討、効果的な手法の
　検討
・民間委託による回収業務の強
　化の検討

・債権管理の適正化を進めるた
　め、自己検査を実施
・債権管理のノウハウの共有を図
　る取組の実施
・回収業務の新たな外部委託の
　導入の検討、効果的な手法の
　検討
・民間委託による回収業務の強
　化の検討

総務

160-2

放置違反
金に係る
未収金の
縮減

コンビニ収納やクレジットカード納付など実
効性の高い対策を検討するとともに、必要
な制度改正を国に提案する。

警察
本部

・住基ネットの利用検討（2015～）
・国に対し、仮納付金制度に係
　る改正を要望（2016）
・コンビニ等での収納を開始
　（2017）

・住基ネットの利用検討
・仮納付金制度に係るクレジット
　収納を要望

・住基ネットの利用検討
・仮納付金制度に係るクレジット
　収納を要望

161
地方法人課税の見直しをはじめとした地
方税財政制度の改正等について、必要な
対策を国に対して要請していく。

総務局

・国に対する要請活動を実施
　（毎年度）
・地方法人課税の見直しについ
　て、総務省に対する4都府県
　1市の共同要請を実施（2015）
・20216年度税制改正において、
　地方法人特別税の廃止及び
　法人事業税への復元が実現。
　一方、地方法人税が拡大さ
　れ、法人事業税交付金が創設
　（2015）
・地方法人課税の見直しに対す
　る愛知県からの緊急声明を発
　表（2015）
・地方消費税の清算基準の見直
　しについて、総務省に対する3
　都府県の共同要請を実施
　（2017）

・国に対する要請活動を実施
　（7月、11月）
【要請内容】
・地方法人課税の見直しについ
て、「税源の適切な帰属」の観点
からの議論と、全ての地方自治体
の財政運営等に悪影響が生じな
いための適切な措置
・骨太の方針2018「人づくり革命
の実現と拡大」に関する施策にお
ける必要な地方財源の確保
・ふるさと納税について、返礼品
　や控除方法を含めた見直し

・国に対する要請活動を実施
　（7月、11月（予定））
【要請内容】
・地方税の充実による地方の役割
に見合った税財源の確保
・ふるさと納税について、返礼品
や控除方法を含めたさらなる見直
し

地方税財政
措置にかか
る要請活動
の実施

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

順次導入

順次実施

毎年度実施

検討・実施

募集方法等を検討

具体化･充実

具体化･充実

具体化･充実

新規

具体化･充実
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2018 2019 2018 2019

162

地方一般財源総額を増額確保するととも
に、臨時財政対策債を速やかに廃止する
ため、国税の法定率の引上げ等による地
方交付税総額の増額を図ることなどを国
に対して要請していく。

総務局

・国に対する要請活動を実施
　（毎年度）
・総務省に対する4都府県1市共
　同要請を実施（2015）

・国に対する要請活動を実施
　（7月、11月）

・国に対する要請活動を実施
　（7月、11月（予定））

163
本来交付されるべき金額が措置されてい
ない国庫補助負担金等の適切な交付を国
に対して要請していく。

関係
局等

・国に対する要請活動を実施
　（毎年度）

・国に対する要請活動を実施
【要請事例】
・統計専任職員（人件費）に係る
　国庫支出金の充実

・国に対する要請活動を実施
【要請事例】
・統計専任職員（人件費）に係る
　国庫支出金の充実

県民

164

減債基金（満期一括償還分）について、基
金残高が年々増加していることから、長期
債券のラダー型運用を拡大することによ
り、債券運用益を拡大させる。
また、減債基金以外の基金を引き続き一
元的に運用し、効率的な運用を行う。

総務局

・長期債券のラダー型運用拡大
　による、債券運用益の確保
　（毎年度）
・一元的な運用の対象となる基
　金を原則全ての基金に拡大
　（2016～）

＜進捗管理指標＞
　減債基金（満期一括償還分）
　債券運用額
　　2015 4,128億円
　　2016 4,695億円
　　2017 5,000億円

・長期債券のラダー型運用拡大
　により、　債券運用益を確保
・基金の一元的な運用の試行を
　継続

＜進捗管理指標＞
　減債基金（満期一括償還分）
　債券運用額
　　2018　5,396億円

・長期債券のラダー型運用を維
　持しつつ、さらなる債券運用
　の拡大により、債券運用益を
　確保

＜進捗管理指標＞
　減債基金（満期一括償還分）
　債券運用額
　　2019　5,800億円

地方交付税
など地方一
般財源総額
の増額確保

適切な国庫
負担の確保

基金の効率
的な運用

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

債券運用額、運用益の拡大

基金の一元的な運用の試行を

継続

毎年度実施

毎年度実施

具体化･充実
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（歳出の見直し）

2018 2019 2018 2019

165

管理事業内でのスクラップ・アンド・ビルド
を基本として、官民の役割分担、行政評価
の結果、財務諸表の活用など、新たな切り
口を加えながら、引き続き、毎年度の予算
編成において、事務事業の見直しを徹底
する。

全局等

・県民一人当たりコスト等のコスト
　指標による検討を踏まえた事務
　事業の見直し（廃止・縮減等）
　（毎年度）

＜進捗管理指標＞
　事務事業の見直し効果額
　　2015　 10億円
　　2016 　10億円
　　2017 　12億円

・県民一人当たりコスト等のコスト
　指標による検討を踏まえた事務
　事業の見直し（廃止・縮減等）

＜進捗管理指標＞
　事務事業の見直し効果額
　　2018 　10億円

・県民一人当たりコスト等のコスト
　指標による検討を踏まえた事務
　事業の見直し（廃止・縮減等）

＜進捗管理指標＞
　事務事業の見直し効果額
　　2019　 12億円

166
県単独事業の時限設定（原則5年以内）を
徹底し、終期到来時には廃止を前提に見
直しを検討する。

関係
局等

・時限設定（原則5年以内）を徹
　底し、終期到来時には廃止を
　前提に見直し（毎年度）

・終期が到来した事業について、
　廃止を前提にした見直しを検討

・終期が到来した事業について、
　廃止を前提にした見直しを検討

総務

167

県債発行の中心である市場公募債につい
ては、その平準化、発行年限及び条件決
定方式の多様化、ＩＲ活動の充実、複数の
格付取得の維持に取り組む。また、銀行
等引受債については、金利負担にも注意
しながら、借換を要しない20年程度の定時
償還債を積極的に活用し、県債残高の上
昇幅を抑制する。

総務局

・市場公募10年債の毎月発行に
　よる平準化（毎年度）
・予め定めのない県債発行枠を
　設定し、債券市場動向等に応
　じた発行年限等を選択するな
　ど機動的に起債（毎年度）
・IR（個別投資家訪問）の実施
　（毎年度）
・複数の格付会社から日本の地
　方公共団体で最高位の格付を
　取得（毎年度）
・借換を要しない20年定時償還
　債の発行（毎年度）

・市場公募10年債を毎月発行に
　より平準化
・機動的に起債を可能とする予
　め定めのない県債発行枠を設
　定
・IR（個別投資家訪問）の実施
・複数の格付会社から日本の地
　方公共団体で最高位の格付を
　取得
・借換を要しない20年定時償還
　債について銀行等引受による
　発行を継続するとともに、市場
　環境を勘案して、一部を市場公
　募により発行

・市場公募10年債を毎月発行に
　より平準化
・機動的に起債を可能とする予
　め定めのない県債発行枠を設
　定
・IR（個別投資家訪問）の実施
・複数の格付会社から日本の地
　方公共団体で最高位の格付を
　取得
・借換を要しない20年定時償還
　債について、銀行等引受による
　発行を継続するとともに、市場
　環境を勘案して、一部を市場公
　募により発行

時限設定の
徹底による
見直し

円滑な資金
調達と公債
費負担の抑
制

財務諸表・
行政評価を
活用した事
務事業の見
直し

個別取組
事項

取組の内容 局等
2015～2017における
主な取組実績

実施時期 取組状況

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

82


